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施策１４２  
 

 

 

【主担当部局：環境生活部】 

県民の皆さんとめざす姿 

県民一人ひとりが、「交通事故を起こさない、交通事故に遭わない」という交通安全意識の高揚に加え、「地

域で支え合い、地域の安全は地域で確保する」、「飲酒運転をしない、させない」という意識を持って行動す

ることで、交通事故と飲酒運転が減少しています。 

また、交通安全施設等の整備が進み、誰もが安全で快適に通行できる道路交通環境が整備されています。 

 

令和元年度末での到達目標 

市町、学校、関係団体等さまざまな主体との連携が進み、それぞれの特性を生かした交通安全教育や啓発

活動が行われ、交通事故を無くすという地域主体の交通安全活動の輪が広がり、交通事故による死者数が減

少しています。 

 

評価結果をふまえた施策の進展度と判断理由 

進展度 

＊ 

Ｂ 

（ある程度進んだ） 
判断理由 

県民指標の目標値を達成できなかったものの、交通事故死者

数は 75人で統計が残る昭和 29年以降最少となり、活動指標

の交通事故死傷者数も平成に入って最少となった前年から

20％以上も減少したことから「ある程度進んだ」と判断しま

した。 

【＊進展度：Ａ（進んだ）、Ｂ（ある程度進んだ）、Ｃ（あまり進まなかった）、Ｄ（進まなかった）】 

 

県民指標      

目標項目 
27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

交通事故死者
数 

 75人以下 70人以下 65人以下 60人以下 

0.80 

87人 100人 86人 87人 75人 

目標項目の説明と令和元年度目標値の考え方 

目標項目 
の説明 

交通事故発生から 24時間以内の死者数 

令和元年度 
目標値の考え方 

平成 28年度から５年間に取り組む交通安全対策に関する計画（「第 10次三重県交通安全計画」）と
合わせ、国よりも高い目標を掲げ全国平均以下をめざし、令和元年までに交通事故死者数を 60人以
下とすることを目標値に設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

   Ⅰ－１－２ 治山・治水・海岸保全対策の

推進 

交通事故ゼロ、飲酒運転０（ゼロ）をめざす安全なまちづくり 

 

 

○ ○○ 

1



第二次行動計画 

全庁版 第１編 85 

活動指標        

基本事業 目標項目 

27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

14201 交通安全

意識と交通マナ

ーの向上に向け

た啓発・教育の

推進（環境生活

部） 

交通事故死傷者
数 

 
9,100人 

以下 

8,600人 

以下 

8,100人 

以下 

7,700人 

以下 
1.00 

9,604人 8,258人 7,199人 6,223人 4,763人 

高齢者交通事故
死者数 

 
38人 

以下 

35人 

以下 

33人 

以下 

30人 

以下 
0.71 

52人 52人 37人 57人 42人 

14202 飲酒運転

０（ゼロ）をめ

ざす教育・啓発

および再発防止

対策の推進（環

境生活部） 

飲酒運転事故件
数 

 
38件 

以下 

33件 

以下 

28件 

以下 

23件 

以下 

0.64 

44件 36件 34件 42件 36件 

14203 安全で快
適な交通環境の
整備（警察本部） 

老朽化した信号
制御機の更新数
（累計） 

 56基 88基 120基 229基 

1.00 

25基 34基 103基 166基 229基 

14204 交通秩序
の維持（警察本
部） 

運転者のシート
ベルト着用率 

 97.9％ 98.3％ 98.7％ 99.0％ 

0.99 

96.6％ 96.9％ 97.0％ 98.0％ 98.1％ 

 

（単位：百万円） 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

予算額等 2,720 2,490 2,873 2,687 2,946 

概算人件費  91 100 80 63 

（配置人員）  （10人） （11人） （９人） （７人） 

 

令和元年度の取組概要と成果、残された課題 

①県内の交通事故死者数・交通事故死傷者数は、長期的に減少傾向が続き、過去最少レベルにあります。令

和元年中の交通事故死者数は、統計が残る昭和 29年以降最少の 75人、交通事故死傷者数は平成に入って

最少となった前年から20％以上減少の4,763人となりました。令和元年は、四季の交通安全運動をはじめ、

三重県交通安全県民大会の開催、交通事故防止啓発ラジオスポット放送を 55 回実施するなど交通安全意

識の向上に関する取組を実施しました。しかし、県民の皆さんが安全安心に暮らしていくにはまだまだ厳

しい情勢にあることから、現状の交通事故抑止対策を維持しつつ、さらなる対策が求められています。 

②全国的に子どもや高齢運転者が当事者となる交通事故が問題となる中、時勢を反映した啓発物の作成、大

津市の事故を受けた交差点事故防止イベントの開催、高齢者の交通事故を抑止するための「高齢者交通安

全実践塾」を県内６か所、1,358 人に対して実施するとともに、高齢者の交通安全意識の高揚につながる

「高齢者交通安全メールマガジン」を毎月 1回配信しました。次代を担う子どもを交通事故から守ること

は社会的要請であり、また、本県でも高齢者が当事者となる交通事故の占める割合が増加傾向にあること

から、子どもや高齢者の交通事故抑止対策の推進が喫緊の課題となっています。 

 

   Ⅰ－１－２ 治山・治水・海岸保全対策の推進 
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③県交通安全研修センターにおいて、幼児から高齢者に至るまで年齢層に合わせた参加・体験・実践型の団

体研修を 4,777人に対し実施しました。交通事故や死傷者数減少に向け、交通安全意識や交通マナーの向

上教育・啓発、交通安全施設の整備、交通指導取締り等、ソフト・ハード両面からの交通安全対策の一層

の取組が求められています。 

④飲酒運転違反者 398人に対しアルコール依存症に関する受診義務通知により受診を促すとともに、飲酒運

転撲滅に向けた啓発「飲酒運転０をめざすリレーイベント」を県内６か所、酒類販売管理研修での啓発を

計 21回、420名に対し実施しました。飲酒運転違反の厳罰化にも関わらず、飲酒運転事故や飲酒運転違反

者は未だ無くならない現状にあり、「飲酒運転はしない、させない、許さない」という意識の定着や、ア

ルコール依存症等の関連問題を含めた取組が求められています。 

⑤子どもの交通事故防止のため、「交通安全アドバイザー」による子どもを主対象とした出前方式等の参加・ 

体験・実践型の交通安全教育・広報啓発活動を推進しました。その結果、令和元年中の子どもの交通人身

事故については、103件（対前年比 25件減）と減少しました。引き続き、子どもを取り巻く道路交通環境

の改善を推進するとともに、効果的な交通安全教育・広報啓発活動を実施する必要があります。（交通安

全アドバイザーによる子どもを対象とした交通安全教室実施回数：92回、参加者数：6,917人） 

⑥交通の安全と円滑を図るため、信号機を４基新設するとともに、老朽化した信号制御機（63基）や信号柱

（40本）の更新、摩耗した横断歩道（2,520本）の塗り替えを行うなど、交通安全施設の整備を推進しま

した。安全・安心な交通環境を実現するため、引き続き、生活道路を中心に横断歩道の塗り替えを進める

とともに、老朽化した信号制御機・信号柱の更新など、交通安全施設の計画的な整備を推進する必要があ

ります。 

⑦交通ルール遵守意識の向上を図るため、飲酒運転、速度超過等の悪質・危険な交通違反やシートベルトの

着用に重点を置いた交通指導取締りを行いました。その結果、飲酒運転による交通人身事故は減少しまし

たが、飲酒運転による死亡事故が２件（対前年比１件減）発生するなど、飲酒運転の根絶には至りません

でした。また、シートベルト着用率については目標値に達しませんでしたが、98.1％（前年 98.0％）と高

い水準となりました。引き続き、子どもなど交通弱者の交通事故防止のため、横断歩道における歩行者優

先など交通ルール遵守意識の向上を図るとともに、特に通学路や生活道路における交通指導取締り、関係

機関・団体等と連携した交通安全教育・広報啓発活動を推進する必要があります。 

 

・四季の交通安全運動をはじめとする交通安全意識向上のための広報・啓発活動やそれぞれの年齢層に合わ

せた参加・体験・実践型の交通安全教育等を三重県警察等関係機関と一体となって取り組んできた結果、

県内の交通事故死者数、交通事故死傷者数は過去最少レベルとなり、特に、活動指標の「交通事故死傷者

数」については、7,700人以下としていた目標の約４割減となる 4,763人となりました。一方で、県民指

標の「交通事故死者数」については、統計が残る昭和 29 年以降最小となったものの、目標を達成できな

かったことから、引き続き、交通環境の整備や運転免許証自主返納の促進に取り組むとともに、安全運転

サポート車等の先進安全技術の普及促進など、交通安全対策を一層強力に推進していく必要があります。 

 

【第三次行動計画の関連する施策】 

  施策１４２：交通事故ゼロ、飲酒運転０（ゼロ）をめざす安全なまちづくり 
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施策１４２  

 

 

 

【主担当部局：環境生活部】 

県民の皆さんとめざす姿（令和５年度末での到達目標） 

県民の皆さんをはじめ、さまざまな主体と連携が進み、それぞれの特性を生かした交通事故防止対

策を実施するとともに、「飲酒運転をしない、させない」意識が高まり、安全運転サポート車や後付け

安全運転支援装置が普及することなどにより、幼児から高齢者に至るまで安全安心な交通環境が実現

し、交通事故死者数が減少しています。 

 

主指標     

目標項目 
令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

交通事故死者
数 

 71人以下 

 

  60人以下 

75人     

目標項目の説明と令和２年度目標値の考え方 

目標項目 
の説明 

交通事故発生から 24時間以内の死者数 

２年度目標値 
の考え方 

目標未達成となった第二次行動計画の目標に再チャレンジするべく、令和５年度目標値を 60
人以下に設定し、令和元年の実績値が 75 人となったことをふまえ、令和２年度の目標値を
71 人以下に設定しました。 

 

副指標   

目標項目 

令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標達成 

状況 
目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

交通事故死傷者

数 

 4,300人以下 

 

        3,100 人以下 

4,763 人           

高齢運転者事故

件数 

 730件以下 

 

        580件以下 

783件           

飲酒運転事故件

数 

 32 件以下 

 

        23 件以下 

36 件           

「ゾーン 30」整

備地区数（累計） 

 49 地区以上 

 

        55 地区以上 

47 地区           

横断歩道の平均

停止率 

 30.0％以上  

 

 

        60.0％以上 

20.7％           

   Ⅰ－１－２ 治山・治水・海岸保全対策の推進 

交通事故ゼロ、飲酒運転０（ゼロ）をめざす安全なまちづくり 
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（単位：百万円） 
 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

予算額等 2,946 3,114 
   

概算人件費  
   

 

（配置人員）  
   

 

 

令和２年度の取組方向      【環境生活部 次長 辻 修一 電話：059-224-2468】 

〇①「三重県交通対策協議会」の構成機関・団体との連携・協力のもと、四季の交通安全運動等を通じ

て、高齢者の交通事故の防止や、横断歩道での歩行者優先の徹底、シートベルト着用の徹底など「第

10次三重県交通安全計画」をふまえ、効果的な広報啓発活動を展開します。また、高齢者の交通事

故防止対策をはじめとする交通安全の取組を総合的に推進していくため、「交通安全の保持に関す

る条例」を改正するとともに、「第 11次三重県交通安全計画」の策定に向けた検討を行います。 

②飲酒運転根絶に向け、規範意識の定着のための教育および知識の普及・啓発を行うとともに、再発

防止のため、飲酒運転違反者に対してアルコール依存症に関する受診促進および飲酒運転とアル 

コール問題に関する相談等の取組を推進します。また、「第３次三重県飲酒運転０（ゼロ）をめざ

す基本計画」を策定するため、関係機関・団体を交え検討を行います。 

〇③高齢者の交通事故防止に向け、高齢者のニーズに応じて、安全運転サポート車等の普及促進、特に

後付け安全運転支援装置の購入者に助成を行う市町への補助を実施します。また、運転免許証自主

返納制度、「自主返納サポートみえ」の一層の周知を行うとともに、高齢運転者を対象としたセミ

ナー等とあわせて進めていくことで相乗効果を高める取組を推進します。 

④県交通安全研修センター等において、自転車シミュレータ等を用いた小学生向けの研修や、身体能

力の変化を自覚できる高齢者向けの研修など、年代に応じた参加・体験・実践型の交通安全教育に

取り組みます。また、地域や職域で活動する交通安全教育指導者の育成や、出前方式の交通安全教

育などを展開します。なお、次期指定管理者の選定も実施します。 

⑤自動車運転者に対しては、横断歩道手前での減速義務と横断歩道における歩行者優先義務について、

歩行者に対しては、道路の正しい横断方法について周知するなど、交通ルール遵守意識向上のため、

関係機関・団体等と連携した参加・体験・実践型の交通安全教育や広報啓発活動を推進します。 

〇⑥子どもや高齢者等の交通弱者の安全な通行を確保するため、生活道路を中心に横断歩道等の塗り替

えを進めるとともに、老朽化した交通安全施設の更新・建替を推進します。 

⑦交通事故の発生状況や地域住民からの要望等をふまえ、移動オービス等の効果的な活用を図り、交

通安全の確保に取り組みます。また、あおり運転に関連する違反や横断歩行者等妨害等の悪質性・

危険性の高い交通違反に重点を置いた交通指導取締りを推進します。 

 

＊「〇」のついた項目は、令和２年度に特に注力するポイントを示しています。 

   Ⅰ－１－２ 治山・治水・海岸保全対策の推進 
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施策１４３  

 

 

 

【主担当部局：環境生活部】 

県民の皆さんとめざす姿 

消費者団体、事業者団体、地域住民、県・市町等さまざまな主体が連携することにより、消費者一人ひと

りが消費生活に関する正しい知識を得て、事業者との契約トラブル等を回避する自主的かつ合理的な消費活

動を行うとともに、自らの商品や役務（サービス）の購入が公正かつ持続可能な社会の形成に影響を及ぼす

ことを理解した消費生活を営んでいます。 

 

令和元年度末での到達目標 

さまざまな主体の連携による消費者啓発や消費者教育、情報共有や情報提供が行われ、消費生活の安全を

地域で支え合う意識が高まることにより、消費生活相談を利用しながら、消費者トラブルの予防や解決等に

向けた県民の皆さんの自主的な取組が広がっています。 

 

評価結果をふまえた施策の進展度と判断理由 

進展度 

＊ 

Ｂ 

(ある程度進んだ) 
判断理由 

県民指標については、昨年度実績値より大きく上昇し、目

標値を上回り、活動指標についても目標値をほぼ達成でき

たことから、「ある程度進んだ」と判断しました。 

【＊進展度：Ａ（進んだ）、Ｂ（ある程度進んだ）、Ｃ（あまり進まなかった）、Ｄ（進まなかった）】 

 

県民指標      

目標項目 
27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

消費者トラブル
に遭った時に消
費生活相談を利
用するとした人
の割合 

 53.5％ 55.2％ 64.0％ 64.0％ 

1.00 

49.6％ 50.7％ 63.8％ 62.5％ 70.8％ 

目標項目の説明と令和元年度目標値の考え方 

目標項目 
の説明 

消費者トラブルに遭った時に消費生活センターや市町の消費生活相談窓口を利用するとした人の
割合 

令和元年度 
目標値の考え方 

消費生活講座、消費者月間におけるイベント、情報提供等の啓発活動を進めるとともに、県・市
町の相談体制を充実することにより、４年間で全国の消費生活センターの業務内容を認知してい
る人の割合に、認知していない人（72.2％）の割合の半分を加えた水準まで利用しようと思う県
民の割合を伸ばすことをめざし、64.0％を目標値と設定しました。 

 

 

 

 

 

   Ⅰ－１－２ 治山・治水・海岸保全対策の推進 

消費生活の安全の確保 
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活動指標        

基本事業 目標項目 
27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

14301 自主的か

つ合理的な消費

活動への支援

（環境生活部） 

消費生活講座等

で消費者トラブ

ルに遭わないた

めに必要な知識

が得られたとす

る人の割合 

 97.0％ 99.0％ 99.5％ 100％ 

0.99 

96.2％ 98.5％ 99.0％ 98.5％ 98.5％ 

14302 消費者被

害の救済、適正

な取引の確保

（環境生活部） 

消費生活相談に
おいて斡旋によ
り消費者トラブ
ルが解決した割
合 

 93.1％ 93.1％ 94.1％ 95.0％ 

0.98 

0.99 
92.4％ 85.3％ 93.5％ 92.1％ 

93.5％ 

94.9％ 

（速報値） 

 

（単位：百万円） 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

予算額等 102 95 98 81 73 

概算人件費  146 137 134 135 

（配置人員）  （16人） （15人） （15人） （15人） 

 

令和元年度の取組概要と成果、残された課題 

①「みえ・くらしのネットワーク*」に加入する消費者団体、事業者団体等と連携し、５月の消費者月間に主

要駅での街頭啓発（13団体）や記念講演会でのパネル啓発（６団体）を実施しました。また、各団体の主

催する消費生活関連イベントに県のブースを出展（13 回）することにより、年間を通じて、県内各地で、

消費者啓発をすることができました。消費者を取り巻く環境は、絶え間なく変化しており、今後も、商品

や商取引等の多様化、複雑化に伴い、さまざまな消費者問題の発生が懸念されることから、引き続き、「み

え・くらしのネットワーク」との連携・協力はもとより、市町、関係機関等、さまざまな主体と連携した

取組を推進していく必要があります。 

②消費者の自主的な取組、地域における啓発活動を促進するため、地域での啓発活動の担い手となる「消費

者啓発地域リーダー」を養成する講座を４地域で開催した結果、新たに５名の登録を得ました（登録者数

計 51名）。また、地域リーダーにそれぞれの地域で啓発活動を実施していただくため、定期的に啓発情報

を提供しました。地域の見守り力向上のため、引き続き、地域リーダーの養成を進めるとともに、市町と

も連携が図れるように支援していく必要があります。 

③「消費生活出前講座」（16 回、567 名）や「青少年消費生活講座」（高校 10 校、大学等２校、特別支援学

校２校、2,115名）、演劇形式での「小・中学校消費生活出前講座」（小学校３校、中学校 7校、2,823名）

といった世代に応じた消費者啓発・消費者教育を行いました。また、各種メディアを通じて、消費者トラ

ブル防止の啓発や消費者ホットライン「１８８（いやや！）」の周知を効果的に実施しました。引き続き、

さまざまな方法により、こうした取組を進めていくとともに、令和４年４月から施行される民法の成年年

齢の引下げなど、社会環境の変化に適時適切に対応していく必要があります。 

④県消費生活センターにおいて、消費生活相談（2,294件）（３月末暫定数値）を実施し、さまざまな消費者

トラブル等の解決に向けた助言、斡旋等を行いました。引き続き、消費者トラブルの防止・救済のため、

消費生活相談を実施していく必要があります。 

   Ⅰ－１－２ 治山・治水・海岸保全対策の推進 
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⑤「特定商取引に関する法律」に基づく指導を７件、「不当景品類及び不当表示防止法」に基づく指導を５

件行いました。引き続き、適正な商取引や商品・サービスの適正な表示が行われるよう、事業者を監視・

指導していく必要があります。 

⑥「三重県消費者施策基本指針」（平成 27年３月改定）に基づき、消費生活の安全の確保のための施策を推

進してきましたが、当基本指針の計画期間が令和元年度末までであるため、令和２年３月に当基本指針を

改定しました。今後は、改定した基本指針に基づき、社会経済情勢の変化に対応した施策を計画的に展開

していきます。 

 

・さまざまな主体と連携し、幅広い世代に対して消費者トラブルの未然防止・拡大防止や相談窓口の周知に

努めた結果、県民指標「消費者トラブルに遭った時に消費生活相談を利用するとした人の割合」の目標を

達成しました。また、相談対応能力の向上に取り組んだことにより、活動指標「消費生活相談において斡

旋によりトラブルが解決した割合」の目標も最高値となりました。これまでの成果をふまえ、引き続き、

関係機関等と連携し、啓発や相談員の資質向上等に取り組むとともに、民法の成年年齢引下げを見据えた

若年者に対する消費者教育の推進や、相談件数に占める割合が増加傾向にある高齢者の消費者トラブル防

止と見守り体制の充実、人や社会・環境に配慮した消費活動である倫理的消費（エシカル消費）の普及啓

発を図っていく必要があります。 

 

【第三次行動計画の関連する施策】 

  施策１４３：消費生活の安全の確保 
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施策１４３  

 

 

 

【主担当部局：環境生活部】 

県民の皆さんとめざす姿（令和５年度末での到達目標） 

県や市町、消費者団体、事業者団体、地域住民等さまざまな主体が連携することにより、消費者一

人ひとりが消費生活に関する正しい知識を得て、事業者との契約トラブル等を回避する自主的かつ合

理的な消費活動を行うとともに、単なるサービスの受け手としてではなく、社会、経済、環境などに

消費が与える影響を考えて商品・サービスを選ぶなど、公正で持続可能な社会の形成に寄与するよう

な消費生活を営んでいます。 

 

主指標     

目標項目 
令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

消費者トラブ
ルに遭った時
に消費生活相
談を利用する
とした人の割
合 

 72.3％ 

 

  
76.8％ 

＜70.0％＞ 

70.8％     

目標項目の説明と令和２年度目標値の考え方 

目標項目 
の説明 

消費者トラブルに遭った時に消費生活センターや市町の消費生活相談窓口を利用するとし
た人の割合 

２年度目標値 
の考え方 

令和５年度の目標達成に向け、段階的に割合を増やしていくこととし、これまでの実績等を
ふまえて目標値を設定しました。 

 

副指標   

目標項目 

令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標達成 

状況 
目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

高齢者や若年者

に向けた消費生

活講座等に参加

した人数 

 6,225 人 

 

        7,800 人 

5,601 人           

消費生活相談に

おいてあっせん

により消費者ト

ラブルが解決し

た割合 

 93.2％ 

 

        95.0％ 

93.5％ 

94.9％ 

（速報値） 
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（単位：百万円） 
 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

予算額等 73 83 
   

概算人件費  
   

 

（配置人員）  
   

 

 

令和２年度の取組方向      【環境生活部 次長 辻 修一 電話：059-224-2468】 

①消費者トラブルの未然防止、拡大防止に向け、消費者団体、事業者団体等が参画する「みえ・くら

しのネットワーク＊」をはじめ、市町等、多様な主体との連携を強め、子どもから高齢者まで各世

代の特性に適した方法で、社会経済情勢の変化に対応した取組を推進するとともに、人や社会、環

境に配慮した消費活動である倫理的消費（エシカル消費）の普及啓発に取り組みます。特に、新型

コロナウイルス感染症への対応として、感染症に便乗した悪質商法等の相談に適切に対応するとと

もに、消費者にホームページ等を活用した情報提供を行い、安心して落ち着いた消費行動を取るよ

う呼びかけます。また、県消費生活センターにおいて専門的な相談対応や、県・市町の相談員等を

対象とした研修を行うとともに、県民の皆さんに身近な市町で消費生活相談に対応できるよう、相

談体制の充実について市町に働きかけや助言を行います。 

〇②民法改正による成年年齢引下げを見据え、若年者を対象とした出前講座等を行うとともに、教育機

関等と連携し、若年者向けの消費者教育に取り組みます。また、若年者が消費者トラブルに遭うこ

となく、自立した消費者として行動するための知識と意識を高めるための取組を推進します。 

③消費生活相談件数に占める高齢者の割合が年々増加傾向にあることから、高齢者の消費者トラブル

防止に向け、県内各地で出前講座等を行うほか、「消費者啓発地域リーダー」による地域における自

主的な取組、啓発活動を促進するとともに、消費者に身近な市町における見守り体制の充実に向け

た取組を促進します。 

④国、近隣県、警察、関係機関、関係部局等と連携して「悪質な商取引」や「商品・サービスに係る

不適正な表示」について事業者の監視・指導を行います。また、適正な商取引や商品等の表示に向

けた事業者の自主的な取組を支援します。 

 

＊「〇」のついた項目は、令和２年度に特に注力するポイントを示しています。 

 

   Ⅰ－１－２ 治山・治水・海岸保全対策の推進 
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施策１５１  

 

 

 

【主担当部局：環境生活部】 

県民の皆さんとめざす姿 

地球温暖化対策の必要性について広く認知され、県民一人ひとりが日常生活において、また事業者は事業

活動において、温室効果ガス排出削減に向けて自主的に行動し、地球温暖化の緩和が進められているととも

に、さまざまな分野において、県内で起こりつつある地球温暖化による気候変動の影響への適応が進められ

ています。 

 

令和元年度末での到達目標 

家庭や事業所では、省エネルギー、節電、再生可能エネルギーの導入等の温室効果ガス排出削減の自主的

な取組が進んでいます。 

また、県民の皆さんや事業者等が連携した低炭素なまちづくりの取組が広がっています。 

 

評価結果をふまえた施策の進展度と判断理由 

進展度 

＊ 

Ｂ 

（ある程度進んだ） 
判断理由 

県民指標の目標値を達成し、活動指標の目標値も概ね達成

できたことから、「ある程度進んだ」と判断しました。 

【＊進展度：Ａ（進んだ）、Ｂ（ある程度進んだ）、Ｃ（あまり進まなかった）、Ｄ（進まなかった）】 

 

県民指標      

目標項目 
27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

家庭での電力
消費による二
酸化炭素排出
量 

 
1,165千 

t-CO2 

1,150千 

t-CO2 

  1,134千 

t-CO2 
1,119千 

t-CO2 

1.00 

1,144千 

t-CO2 

1,148千 

t-CO2 

1,155千 

t-CO2 

1,100千 

t-CO2 

1,056千 

t-CO2 
（速報値） 

目標項目の説明と令和元年度目標値の考え方 

目標項目 
の説明 

家庭部門からの二酸化炭素排出量として、家庭での電力消費による二酸化炭素排出量 

令和元年度 
目標値の考え方 

国では、令和 12年度に平成 25年度比で温室効果ガスの排出量を 26％削減することとしており、
家庭での取組を継続して促進しつつ、国の目標達成に資するよう目標値を設定しました。 
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活動指標        

基本事業 目標項目 

27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

15101 温室効果ガ

ス排出削減の取組

推進（環境生活部） 

大規模事業所に

おける温室効果

ガスの排出量の

増減比率 

 

＋0.8％ 

以下 

(27年度) 

＋1.2％ 

以下 

(28年度) 

＋1.6％ 

以下 

(29年度) 

＋2.0％ 

以下 

(30年度) 
0.97 

-0.5％ 

(26年度) 

-1.4％ 

(27年度) 

＋1.2％ 

(28年度) 

＋0.0％ 

(29年度) 

＋5.2％ 

（30年度） 

15102 電気自動車

等を活用した温暖

化対策の推進（環境

生活部） 

電気自動車等を

活用した温暖化

対策に取り組む

地域の数（累計） 

 ４地域 ６地域 ８地域 10地域 

1.00 

１地域 ２地域 ６地域 ８地域 10地域 

15103 地球温暖化

対策の普及啓発の

推進（環境生活部） 

地球温暖化対策

講座等の受講後

に、活動に取り組

む意向を示した

受講者の割合 

 97.0％ 98.0％ 99.0％ 100％ 

0.93 

95.8％ 99.3％ 98.8％ 91.1％ 93.4％ 

15104 環境教育の

推進（環境生活部） 

環境教育講座等

参加者の満足度 

 100％ 100％ 100％ 100％ 

0.98 

98.4％ 99.7％ 98.3％ 98.9％ 97.6％ 

 

（単位：百万円） 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

予算額等 429 701 624 646 601 

概算人件費  119 110 98 99 

（配置人員）  （13人） （12人） （11人） （11人） 

 

令和元年度の取組概要と成果、残された課題 

①平成 27年のパリ協定の採択を受け、国は、平成 28年５月に地球温暖化対策計画を改定し、温室効果ガス

の排出量を令和 12 年度に平成 25 年度比で 26％削減することとしており、脱炭素社会の実現に向け、今

後、一層の温室効果ガス排出削減の取組を進めていく必要があります。 

②平成 31年４月に設置された「三重県気候変動適応センター」を拠点に、本県における農林水産業、自然災

害、健康等への気候変動影響についての情報収集等を進め、「私たちの暮らしと気候変動 フィールド  

ワーク 2019」として取りまとめました。引き続き、情報の収集、分析等を行うとともに、県民の皆さんの

気候変動に対する理解を深めるため、情報提供等にも取り組む必要があります。 

③産業部門における二酸化炭素排出量は、平成 29年度には平成 17年度比で 12.6％減となるなど、省エネや

エネルギー利用効率の改善等の取組により、全体としては削減が進んでいますが、引き続き、排出削減を

促進する必要があります。また、中小規模の事業所においても、脱炭素化を見据えた環境経営の促進等に

より、温室効果ガスの排出削減に取り組む必要があります。 

  

   Ⅰ－１－２ 治山・治水・海岸保全対策の推進 
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④県内の市町では、電気自動車の活用等による低炭素なまちづくりの取組が進んでいます。令和元年 12 月

には、2050年までに県域からの温室効果ガスの排出実質ゼロを目指す、脱炭素宣言「ミッションゼロ 2050

みえ～脱炭素社会の実現を目指して～」を行いました。今後は、脱炭素社会の実現にオール三重で取り組

む体制づくりを進めるとともに、現行の「三重県地球温暖化対策実行計画」の改定にあわせ、気候変動適

応策を盛り込んだ「三重県地球温暖化対策総合計画（仮称）」の策定等を進め、地球温暖化対策の取組を推

進する必要があります。 

⑤「三重県地球温暖化防止活動推進センター」と連携し、地球温暖化防止活動推進員が行う普及啓発活動を

通じて、家庭における省エネルギーの促進、電気自動車等や省エネ住宅の普及、エコ通勤の実施などに取

り組みました。本県の家庭における電力消費量は、平成 29年度には平成 17年度比で 20％減となるなど、

減少傾向にありますが、引き続き、低炭素なライフスタイルへの転換を促進する必要があります。 

⑥「三重県環境学習情報センター」においてＥＳＤ＊等の取組を推進するとともに、受講者のニーズに応じた

環境学習を実施した結果、講座等参加人数は 37,058人（前年度比 8.7％増）でした。県民一人ひとりが環

境問題解決への具体的な行動を継続して実践するためには、幼少期から切れ目のない環境教育・環境学習

が重要です。 

 

・「三重県地球温暖化対策推進条例」や「三重県地球温暖化対策実行計画」に基づき、家庭や事業所等におけ

る省エネや企業における環境経営等の取組を推進した結果、県民指標の「家庭での電力消費による二酸化

炭素排出量」や活動指標の目標を概ね達成することができました。また、県気候変動適応センターの設置

をはじめとした気候変動影響への適応に取り組むとともに、令和元年 12月には 2050年までに県域からの

温室効果ガス排出実質ゼロをめざす「脱炭素宣言」を行いました。今後も県が率先して脱炭素社会の実現

に向けて取り組み、オール三重での気運醸成を図るとともに、県民の皆さんの行動変容を促進する必要が

あります。 

 

【第三次行動計画の関連する施策】 

  施策１５１：環境への負荷が少ない持続可能な社会づくり 
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施策１５１  

 

 

 

【主担当部局：環境生活部】 

県民の皆さんとめざす姿（令和５年度末での到達目標） 

県民一人ひとりや事業者などのさまざまな主体が、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の考え方をふ

まえ、環境保全や地球温暖化の緩和、気候変動影響への適応に取り組み、環境への負荷が少ない持続

可能な社会づくりが進んでいます。 

 

主指標     

目標項目 
令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

家庭での電力
消費による二
酸化炭素排出
量 

 
1,045 

千ｔ-CO2 

 

  
991 

千ｔ-CO2 

1,025 
千ｔ-CO2 

（速報値） 
1,080 

千ｔ-CO2 
（30年度） 

    

目標項目の説明と令和２年度目標値の考え方 

目標項目 
の説明 

家庭での電力消費による二酸化炭素排出量の２年間移動平均値 

２年度目標値 
の考え方 

国では、令和 12（2030）年度に平成 25（2013）年度比で家庭部門の温室効果ガス排出量を
約４割削減することを目標としています。国の目標と整合するよう、目標値を設定しました。 

 

副指標   

目標項目 

令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標達成 

状況 
目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

環境教育・環境

学習講座等を通

じて自発的に環

境活動に取り組

む意向を示した

参加者の割合 

 100％ 

 

        100％ 

93.4％ 

91.1％ 

(30年度) 

          

大規模事業所に

おける地球温暖

化対策計画書制

度に基づく目標

達成率 

 80.0％ 

 

        80.0％ 

81.8％           

 

 

 

 

   Ⅰ－１－２ 治山・治水・海岸保全対策の推進 

環境への負荷が少ない持続可能な社会づくり 
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（単位：百万円） 
 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

予算額等 602 568 
   

概算人件費  
   

 

（配置人員）  
   

 

 

令和２年度の取組方向    【環境生活部 副部長 奥山 孝人 電話：059-224-2620】 

①ＥＳＤ＊の考え方をベースに、「三重県環境学習情報センター」等を活用して環境教育・環境学習を

推進し、持続可能な社会の実現に向け自ら行動する人づくりを進めます。 

②環境に与える負荷を低減し、持続可能な社会を構築していくため、環境に著しい影響を及ぼすおそ

れのある事業が、環境の保全に十分に配慮して行われるように環境影響評価等の取組を進めます。 

〇③「三重県地球温暖化対策推進条例」や「三重県地球温暖化対策実行計画」に基づき、温室効果ガス

の排出削減の取組を推進するとともに、脱炭素社会の実現に向け、オール三重で地球温暖化対策に

取り組む体制づくりを進め、現行の実行計画の改定にあわせ、気候変動適応策を盛り込んだ「三重

県地球温暖化対策総合計画（仮称）」を策定します。 

〇④温室効果ガスの排出削減を進めるため、大規模事業所に対し地球温暖化対策計画書に基づく自主的

な削減取組を促進するとともに、脱炭素化を見据えた環境経営の促進を図ります。 

〇⑤「三重県地球温暖化防止活動推進センター」等と連携し、家庭における省エネの取組、電気自動車

等や省エネ住宅の普及、エコ通勤など、低炭素なライフスタイルへの転換を促進します。 

⑥「三重県気候変動適応センター」を拠点とし、地球温暖化による本県の気候変化やその影響につい

て情報収集および分析を行うとともに、県民の皆さんの気候変動に対する理解を深めるため、情報

提供等を行います。 

 

＊「〇」のついた項目は、令和２年度に特に注力するポイントを示しています。 

 

   Ⅰ－１－２ 治山・治水・海岸保全対策の推進 
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施策１５２  
 

 

 

【主担当部局：環境生活部廃棄物対策局】 

県民の皆さんとめざす姿 

私たちの生活や事業活動から生じる廃棄物について、県民の皆さんや事業者などのさまざまな主体の連携

により、発生抑制、再使用、再生利用および適正処理が進むとともに、廃棄物が貴重な資源やエネルギー源

としてより一層有効活用され、循環型社会の定着が実感できる社会となっています。 

 

令和元年度末での到達目標 

ごみの発生・排出抑制が進み、地域特性などに応じた循環利用により、最終処分される廃棄物が減少して

います。また、産業廃棄物の排出事業者の処理責任の徹底や監視指導により、不法投棄等不適正処理の未然

防止や早期対応が進み、不適正処理４事案についても着実に是正されてきています。 

 

評価結果をふまえた施策の進展度と判断理由 

進展度 

＊ 

Ｂ 

（ある程度進んだ） 
判断理由 

県民指標の目標値を達成できなかったものの、活動指標の

目標値は概ね達成できることから、｢ある程度進んだ｣と判

断しました。 

【＊進展度：Ａ（進んだ）、Ｂ（ある程度進んだ）、Ｃ（あまり進まなかった）、Ｄ（進まなかった）】 

 

県民指標      

目標項目 
27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

廃棄物の最終
処分量 

 
289千 t 

以下 
283千 t 

以下 
277千 t 

以下 
270千 t 

以下 
0.83 

309千 t 286千 t 300千 t 
331千 t 

（速報値） 
325千 t 

（速報値） 

目標項目の説明と令和元年度目標値の考え方 

目標項目 
の説明 

最終処分された一般廃棄物と産業廃棄物の総量 

令和元年度 
目標値の考え方 

「三重県廃棄物処理計画」の最終年度（令和２年度）の目標値（264 千ｔ）と整合を図り、令和元
年度に 270千ｔとなることをめざして目標値を設定しました。 

 

活動指標        

基本事業 目標項目 
27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

15201 ごみゼロ社
会の実現（環境生活
部廃棄物対策局） 

１人１日あたり
のごみ排出量
（一般廃棄物の
排出量） 

 965g/ 
人日以下 

957g/ 
人日以下 

950g/ 
人日以下 

943g/ 
人日以下 

0.99 

959g/ 
人日 

950g/ 
人日 

943g/ 
人日 

947g/ 
人日 

945g/ 
人日 

（速報値） 

15202 産業廃棄物
の３Ｒの推進（環境
生活部廃棄物対策
局） 

産業廃棄物の再
生利用率 

 43.2％ 43.3％ 43.4％ 43.5％ 

1.00 

42.8％ 43.7％ 45.1％ 
44.5％ 

（速報値） 
44.6％ 

（速報値） 

   Ⅰ－１－２ 治山・治水・海岸保全対策の

推進 

廃棄物総合対策の推進 

 

 

○ ○○ 
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基本事業 目標項目 
27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

15203 廃棄物処理
の安全・安心の確保
（環境生活部廃棄
物対策局） 

不法投棄等不適
正処理事案の改
善着手率 

 100％ 100％ 100％ 100％ 

1.00 

69.2％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

15204 不適正処理
の是正措置の推進
（環境生活部廃棄
物対策局） 

不適正処理４事
案に係る行政代
執行による是正
措置の進捗率 

 56.3％ 68.8％ 75.0％ 81.3％ 

1.00 

37.5％ 50.0％ 68.8％ 75.0％ 81.3％ 

 

（単位：百万円） 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

予算額等 3,354 3,675 3,377 2,005 1,199 

概算人件費  803 757 722 747 

（配置人員）  （88人） （83人） （81人） （83人） 
 

令和元年度の取組概要と成果、残された課題 

①一般廃棄物については、県民の皆さん、事業者、行政等のさまざまな主体が連携した３Ｒ（発生抑制、再

使用、再生利用）の取組により、排出量および最終処分量は着実に削減され、資源化率についても全国と

比べて高い水準を維持していますが、循環型社会の実現に向け、循環の質にも着目して、枯渇性資源の再

資源化、廃棄物の持つ未利用エネルギーの有効利用などを促進する必要があります。 

②ＲＤＦ＊焼却・発電事業については、ＲＤＦ製造団体が令和元年９月に「三重ごみ固形燃料発電所」への

ＲＤＦの搬入を終了し、新たなごみ処理体制に移行しました。今後も各団体においてごみ処理が滞りなく

円滑に処理されるよう、ポストＲＤＦに向けて必要となる施設の整備等における補助制度を適切に運用す

るとともに、引き続き、関係市町等が新たなごみ処理体制に円滑に移行できるよう、技術的な支援を行っ

ていく必要があります。 

③災害廃棄物については、発災後の迅速な復旧・復興につなげるため、災害廃棄物処理に精通した人材の育

成・確保に向け、災害時マネジメント力を育成する研修等を継続的に実施しています。また、災害廃棄物

の処理に関して県と応援協定を締結している民間事業者団体や市町等と図上訓練等を実施しました。引き

続き、南海トラフ地震等の大規模災害時においても速やかに対応できるよう、災害廃棄物処理体制を強化

する必要があります。 

④産業廃棄物については、事業者による３Ｒの取組が進められていますが、排出量や最終処分量は、景気の

動向もあり明確な削減傾向は見られない状況です。今後、排出量の削減等に向け、排出事業者の取組を一

層促進する必要があります。 

⑤産業廃棄物の不法投棄等の不適正処理については、依然として後を絶たない状況です。引き続き、排出事

業者責任の徹底、処理状況の透明化や厳正な監視・指導など、県民の皆さんが安全・安心を実感できるよ

う取り組んでいく必要があります。 

⑥過去に産業廃棄物が不適正処理された４事案（四日市市大矢知・平津、桑名市源十郎新田、桑名市五反田、

四日市市内山）については、行政代執行により着実に環境修復を行う必要があります。 
 

・一般廃棄物について、最終処分量や１人１日あたりのごみ排出量は着実に削減されてきましたが、近年は

横ばい傾向にあることから、循環型社会の実現に向けた取組を一層推進する必要があります。 

・産業廃棄物について、再生利用率は目標を達成しましたが、最終処分量は事業活動の影響を受けることも

あり近年増加しており、明確な削減傾向は見られない状況です。今後、循環型社会の実現に向けて、特に

資源生産性の観点から事業者による３Ｒの取組等を一層推進する必要があります。 

   Ⅰ－１－２ 治山・治水・海岸保全対策の推進 
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・産業廃棄物の不法投棄等の不適正処理事案に対しては、行政処分を含めた厳しい対応を行い、目標である

改善着手率は常に 100％を達成することができました。しかし、不法投棄等は、依然として後を絶たない状

況であり、引き続き早期発見・未然防止の取組を進めます。また、不適正処理４事案については、これま

でに四日市市内山事案について行政代執行が終了し、残る３事案について、令和４年度までに終了するよ

う引き続き計画的に事業を進めていく必要があります。 

 

【第三次行動計画の関連する施策】 

  施策１５２：廃棄物総合対策の推進 
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施策１５２  

 

 

 

【主担当部局：環境生活部廃棄物対策局】 

県民の皆さんとめざす姿（令和５年度末での到達目標） 

ごみの発生・排出抑制が進むとともに、廃棄物が資源として最適な規模で一層循環していくことに

より、最終処分される廃棄物が減少しています。また、産業廃棄物の排出事業者の処理責任の徹底や

監視指導により、不法投棄等不適正処理の未然防止や早期対応が進むとともに、不適正処理４事案が

着実に是正されています。 

 

主指標     

目標項目 
令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

廃棄物の最終
処分量 

 323千ｔ 

 

  318千ｔ 

325千ｔ 
(速報値) 

    

目標項目の説明と令和２年度目標値の考え方 

目標項目 
の説明 

最終処分された一般廃棄物と産業廃棄物の総量（速報値） 

２年度目標値 
の考え方 

令和５年度目標達成に向け、段階的に削減していくこととし、目標値を設定しました。 

 

副指標   

目標項目 

令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標達成 

状況 
目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

１人１日あたり

の ご み 排 出 量

（一般廃棄物の

排出量） 

 938g/人日 

 

        918g/人日 

945g/人日 

(速報値) 
          

建設系廃棄物の

不法投棄件数 

 10 件以下 

 

        10 件以下 

13 件           

不適正処理４事

案に係る環境修

復の進捗率 

 70.0％ 

 

        100％ 

65.0％           

「資源のスマー

トな利用」を宣

言した事業所数

（累計） 

 250件 

 

        1,000 件 

－           

   Ⅰ－１－２ 治山・治水・海岸保全対策の推進 

廃棄物総合対策の推進 
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（単位：百万円） 
 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

予算額等 1,199 2,031 
   

概算人件費  
   

 

（配置人員）  
   

 

 

令和２年度の取組方向 【環境生活部廃棄物対策局 次長 有冨 啓修 電話：059-224-2375】 

〇①現行の「三重県廃棄物処理計画」（計画期間：平成 28年度～令和２年度）の計画期間が満了するた

め、持続可能な循環型社会の実現に向けて新たな廃棄物処理計画を策定します。また、一般廃棄物

の３Ｒや適正処理を進めるため、市町や事業者等と連携した食品ロスの削減やポストＲＤＦ＊に向

けて必要となる施設整備に対する支援等を行います。 

②産業廃棄物の３Ｒを進めるため、地域において廃棄物を資源として最大限活用する地域循環圏の 

形成に向けて、排出事業者と活用する事業者のマッチングを行うなど、廃プラスチックのマテリ 

アルリサイクルの促進などに取り組みます。 

〇③産業廃棄物の適正処理に向け、電子マニフェスト＊の普及促進等による排出事業者の処理責任の徹

底を図るとともに、不法投棄案件の中で件数・量ともに大半を占めている建設系廃棄物について、

法令に基づく排出事業者等の意識向上に資する取組や厳正な監視指導を進めます。さらに、    

ＰＣＢ廃棄物について処理期限までに適正に処理されるよう指導を行うとともに、大規模災害に 

備え災害廃棄物が適正かつ円滑に処理されるよう、引き続き人材育成や関係機関との連携強化に 

取り組みます。 

④産業廃棄物の不適正処理により生活環境保全上の支障等がある４事案のうち、対策工事等を実施

している３事案について、令和４年度末までに対策工事を完了させるよう、着実に工事を実施し、

対策工事の効果確認を行います。また、令和元年度末に対策を完了した四日市市内山事案につい

ては、地域住民の安全安心のため、モニタリング等を継続します。 

〇⑤海洋プラスチック問題を含めたプラスチックごみ対策については、河川でのプラスチックごみの

流出実態調査結果をふまえた取組やコンビニエンスストア等事業者と連携したワンウェイプラス 

チックの使用を削減する取組をモデル地域で実施するとともに、食品ロスの削減対策については、

食品提供企業とフードバンク団体等をつなぎ、ネットワーク化を促進する取組等を行います。ま

た、ワンウェイプラスチックや食品ロスの削減などの取組を県内全域に広げていくため、これら

を推進する事業所の拡大に取り組みます。 

 

＊「〇」のついた項目は、令和２年度に特に注力するポイントを示しています。 

 

 

   Ⅰ－１－２ 治山・治水・海岸保全対策の推進 
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施策１５４  

 

 

 

【主担当部局：環境生活部】 

県民の皆さんとめざす姿 

大気や河川、海域の環境基準が達成され、県民の皆さんが良好な大気環境と美しい水環境のもとで、健康

で豊かな生活を営んでいます。 

また、県民の皆さんやさまざまな主体が協力して大気や水環境の保全活動に積極的に取り組み、自動車排

出ガスや生活排水などの身近な暮らしの問題に対する取組の効果があらわれています。 

 

令和元年度末での到達目標 

工場・事業場において排出ガスや排出水が適正に管理されるとともに負荷量の削減が行われています。大

気環境への負荷が少ない自動車の利用が進み、さらに生活排水処理施設の整備促進により、大気や河川、海

域の環境基準の達成率が向上しています。 

また、県民の皆さんやさまざまな主体が協力して環境保全活動に積極的に取り組むことにより、身近な暮

らしの問題を改善していきます。 

 

評価結果をふまえた施策の進展度と判断理由 

進展度 

＊ 

Ｂ 

（ある程度進んだ） 
判断理由 

県民指標の目標値は達成したものの、未達成の活動指標があ

ることから、「ある程度進んだ」と判断しました。 

【＊進展度：Ａ（進んだ）、Ｂ（ある程度進んだ）、Ｃ（あまり進まなかった）、Ｄ（進まなかった）】 

 

県民指標      

目標項目 
27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

大気環境およ
び水環境に係
る環境基準の
達成率 

 93.0％ 94.0％ 95.0％ 97.0％ 

1.00 

96.1％ 96.1％ 90.2％ 90.2％ 
98.1％ 

（速報値） 
98.0％ 

目標項目の説明と令和元年度目標値の考え方 

目標項目 
の説明 

大気環境測定地点および河川・海域水域における環境基準の達成割合＊ 

令和元年度 
目標値の考え方 

環境基準の達成が著しく困難な一部の水域を除き、各種施策を講じることにより全地点および全水
域で環境基準を達成することをめざして目標値を設定しました。 

 

  

   Ⅰ－１－２ 治山・治水・海岸保全対策の推進 

大気・水環境の保全 

 

 

○ ○○ 
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活動指標        

基本事業 目標項目 

27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

15401大気・水環

境への負荷の削

減（環境生活部） 

大気・水質の排出

基準適合率 

 100％ 100％ 100％ 100％ 
1.00 

 
99.9％ 99.9％ 100％ 100％ 100％ 

15402自動車環境

対策の推進（環境

生活部） 

ＮＯｘ・ＰＭ法＊

対策地域全体の
大気環境基準達
成率 

 100％ 100％ 100％ 100％ 
1.00 

 
100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

15403生活排水対

策の推進（環境生

活部） 

生活排水処理施
設の整備率 

 83.5％ 84.5％ 85.5％ 86.5％ 
0.99 

未確定 

82.6％ 83.5％ 84.4％ 85.3％ 
86.0% 

(速報値) 
集計中 

15404伊勢湾の再

生に向けた取組

の推進（環境生活

部） 

海岸漂着物対策
等の水環境の保
全活動に参加し
た県民の数 

 30,250人 31,500人 32,750人 34,000人 

0.89 

26,629人 64,067人 26,272人 35,063人 30,105人 

15405環境保全の

ための調査研究

成果の還元（環境

生活部） 

大気環境および
水環境の保全に
関する調査研究
成果を公表した
研究事業数 

 ６件 ６件 ７件 ７件 

1.00 

４件 ６件 ７件 ７件 ７件 

 

（単位：百万円） 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

予算額等 13,137 14,659 13,529 13,682 13,494 

概算人件費  1,278 1,287 1,133 1,116 

（配置人員）  （140人） （141人） （127人） （124人） 

 

令和元年度の取組概要と成果、残された課題 

①大気環境について、33 測定局（うち四日市市 11 局）で測定したところ、二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊

粒子状物質等の項目については、すべての測定局で環境基準を達成する見込み（速報値）であり、概ね良

好な大気環境が維持されています。光化学スモッグ＊については、濃度が高くなると予測された時に注意

報（延べ４日 10地域）、予報（延べ５日 24地域）の発令を行いました。引き続き、発令等を的確に行うと

ともに、原因物質の排出抑制に取り組む必要があります。 

②水環境について、河川、海域および地下水の水質常時監視を行ったところ、河川におけるＢＯＤ＊、海域に

おけるＣＯＤ＊の環境基準達成率はそれぞれ 98％、100％でした。しかし、閉鎖性海域である伊勢湾では貧

酸素水塊が広範囲で発生していることからも、藻場・干潟・浅場の造成も含めた総合的な水環境の改善を

進める必要があります。 

③工場・事業場に対し排出ガスや排出水の検査を伴う立入検査（大気関係 36および水質関係 189工場・事業

場）を実施したところ、排出水については８事業所において排出基準の超過があり、改善指導を行いまし

た。引き続き、法令遵守の徹底やコンプライアンス意識の向上を図る必要があります。なお、排出ガスに

ついては、排出基準の超過はありませんでした。 

   Ⅰ－１－２ 治山・治水・海岸保全対策の推進 
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④大規模開発や工作物の新設等の事業（９件）について、三重県環境影響評価委員会の答申を受けて、知事

意見を述べました。今後も、該当する事業については、環境に大きな影響を与えるおそれがあることから、

適正な環境配慮を促す必要があります。 

⑤ＮＯｘ・ＰＭ法対策地域内において、自動車から排出される二酸化窒素や浮遊粒子状物質は年々減少し、

二酸化窒素は９年連続、浮遊粒子状物質は８年連続で環境基準を達成しました。引き続き、総量削減計画

の目標である、令和２年度における対策地域全体での環境基準の確保に向けて、総排出量および大気環境

の状況を注視していく必要があります。 

⑥生活排水処理未普及人口の早期解消に向けて、「生活排水処理アクションプログラム」に基づき、市町およ

び関係部と連携して、生活排水処理施設の整備を促進しました。また、県費上乗せ補助制度により単独処

理浄化槽や汲み取り便槽から合併処理浄化槽への転換を進めました。引き続き、生活排水処理施設の整備

を促進する必要があります。 

⑦「三重県海岸漂着物対策推進計画」に基づき、関係機関、民間団体等と連携し、県内の海岸漂着物等の回

収処理を進めるとともに、発生抑制対策として、ＦＭラジオや海岸漂着物問題の啓発映像を活用したテレ

ビコマーシャルのほか、国の複数自治体が連携した広域的な海洋ごみ発生抑制モデル事業へ参画しました。

また、「伊勢湾 森･川･海のクリーンアップ大作戦」においては、三県一市の連携により、県内で 30,105

人の参加がありましたが、天候や新型コロナウイルス感染症の影響で清掃活動が中止となったことから目

標を達成することはできませんでした。伊勢湾の再生に向けては、一人でも多くの方が伊勢湾を守ろうと

いう意識を持つことが重要であることから、引き続き、取組の拡大を図る必要があります。 

⑧環境保全のための調査研究については、有識者の評価を受けながら、研究成果を学会等で発表するほか、

大学、団体等に発信しました。引き続き、調査研究と情報発信を行う必要があります。 

⑨土砂等の埋立て等の適正化を図り、土砂等の崩落、飛散、流出による災害の未然防止や生活環境を保全す

るため、「三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例」を制定し、同条例を広く周知するため、事業者等

を対象としたフォーラムを開催しました。 

 

・大気環境の改善のため、工場等の法令遵守の徹底指導や自動車排出ガス対策に取り組んだ結果、一部項目

を除いて環境基準の達成を維持しました。また、水環境の改善のため、伊勢湾水質総量削減や生活排水処

理施設の整備に取り組んだ結果、水質は改善傾向がみられました。しかしながら、伊勢湾では夏場に広範

囲で貧酸素水塊が発生し、生物等への影響が懸念されていることから、引き続き「きれいで豊かな海の確

保」の観点を取り入れた総合的な水環境対策に取り組む必要があります。また、河川から流入する海岸漂

着物の広域的な発生抑制対策や海岸等清掃活動の拡大を推進していくとともに、「三重県土砂等の埋立て

等の規制に関する条例」に基づき、無秩序な土砂等の埋立ての規制を行う必要があります。 

 

【第三次行動計画の関連する施策】 

  施策１５４：生活環境保全の確保 
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施策１５４  

 

 

 

【主担当部局：環境生活部】 

県民の皆さんとめざす姿（令和５年度末での到達目標） 

大気や水環境などの身近な暮らしの環境問題に対する県民の皆さんの意識が高まり、お互い協力し

ながら自ら環境の保全に取り組むことで、良好な生活環境が保たれています。このことから、安全・

安心で、快適で豊かな生活を営める社会となっています。 

 

主指標     

目標項目 
令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

大気環境およ
び水環境に係
る環境基準の
達成率 

 94.0％ 

 

  97.0％ 

98.1％ 
（速報値）

98.0％ 
    

目標項目の説明と令和２年度目標値の考え方 

目標項目 
の説明 

大気環境測定地点および河川・海域水域における環境基準の達成割合＊ 

２年度目標値 
の考え方 

全地点および全水域で環境基準を達成することを前提とし、令和５年度の目標達成に向けて
段階的に水質改善を図ることとして目標値を設定しました。 

 

副指標   

目標項目 

令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標達成 

状況 
目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

大気・水質の排

出基準適合率 

 100％ 

 

        100％ 

100％           

生活排水処理施

設の整備率 

 87.4％ 

 

        90.3％ 

86.0％ 
（速報値） 

85.3％ 
（30年度） 

          

海岸漂着物対策

等の水環境の保

全活動に参加し

た県民の数 

 36,500人 

 

        41,000人 

30,105人           

無許可による土

砂等の搬入件数 

 ０件 

 

        ０件 

－           

 

   Ⅰ－１－２ 治山・治水・海岸保全対策の推進 

生活環境保全の確保 
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（単位：百万円） 
 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

予算額等 13,444 28,002 
   

概算人件費  
   

 

（配置人員）  
   

 

 

令和２年度の取組方向    【環境生活部 副部長 奥山 孝人 電話：059-224-2620】 

①工場・事業場からの大気環境への負荷を削減するため、立入検査により法令遵守の徹底等を図り 

ます。また、法に基づき大気の常時監視を行い環境基準等の適合状況を確認します。光化学スモッ

グ＊やＰＭ2.5＊の濃度が上昇した際は予報等を発令し、県民の皆さんに情報提供を行います。自動

車環境対策では、ＮＯｘ・ＰＭ法＊対策地域内における二酸化窒素や浮遊粒子状物質の削減状況を

調査し、三重県総量削減計画の進行管理と地域全体での環境基準の達成状況を把握します。また、

環境に係る調査研究を行い、研究成果を発信します。悪臭対策では、町の区域において臭気指数に

よる規制地域指定等の検討を行います。 

②工場・事業場からの水環境への負荷を削減するため、立入検査により法令遵守の徹底等を図ります。

また、法に基づき公共用水域（河川、海域）および地下水の常時監視を行い環境基準等の適合状況

を確認するとともに、第８次総量削減計画に基づき伊勢湾の汚濁負荷削減に取り組みます。貧酸素

水塊発生メカニズムの解明に関する研究事業を行い、研究成果を発信します。 

③生活排水対策については、「生活排水処理アクションプログラム」に基づき、市町と連携して下水

道、浄化槽および集落排水施設等の効率的・効果的な整備を進め、未整備人口の解消を図ります。 

〇④伊勢湾の再生に向け、「三重県海岸漂着物対策推進計画」に基づき、海岸管理者、県民の皆さん、

民間団体、企業等による協力体制を拡充していきます。また、「伊勢湾 森・川・海のクリーンア

ップ大作戦」の取組を三県一市の連携により展開し、参加者の拡大を図ります。引き続き、国の

予算を活用して回収・処理および発生抑制対策事業を実施するとともに、複数自治体連携による

効果的な対策を進めます。 

〇⑤県内において、土砂等の埋立て等が適正に行われるよう、「三重県土砂等の埋立て等の規制に関す

る条例」の周知・啓発や同条例に基づく土砂等の埋立て等を行う者などへの監視・指導を行いま

す。 

 

＊「〇」のついた項目は、令和２年度に特に注力するポイントを示しています。 

 

   Ⅰ－１－２ 治山・治水・海岸保全対策の推進 
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施策２１１  

 

 

 

【主担当部局：環境生活部】 

県民の皆さんとめざす姿 

さまざまな主体と連携した人権施策が展開され、県民一人ひとりが、互いの人権を尊重し、多様性を認め

る意識を高めるとともに、あらゆる差別の解消が進み、個性や能力を発揮していきいきと活動できる社会に

なっています。 

 

令和元年度末での到達目標 

人権啓発・教育が推進され、県民一人ひとりが、人権に対する理解と認識を深めるとともに、差別や人権

侵害等に対する人権相談体制等が整備され、差別や人権侵害を許さない、人権尊重の視点に立ったまちづく

りが進んでいます。 

 

評価結果をふまえた施策の進展度と判断理由 

進展度 

＊ 

Ｂ 

（ある程度進んだ） 
判断理由 

県民指標の目標値をわずかに達成できなかったものの、活

動指標の目標値はほぼ達成できたことから、「ある程度進ん

だ」と判断しました。 

【＊進展度：Ａ（進んだ）、Ｂ（ある程度進んだ）、Ｃ（あまり進まなかった）、Ｄ（進まなかった）】 

 

県民指標      

目標項目 

27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

人権が尊重され
ている社会にな
っていると感じ
る県民の割合 

 39.5％ 40.5％ 41.5％ 42.5％ 

0.91 

38.5％ 39.2％ 36.8％ 39.5％ 38.6％ 

目標項目の説明と令和元年度目標値の考え方 

目標項目 
の説明 

「みえ県民意識調査」で、県民一人ひとりの人権が尊重されている社会になっていると「感じる」
「どちらかといえば感じる」と回答した県民の割合 

令和元年度 
目標値の考え方 

過去（第１回～第４回）の「みえ県民意識調査」において、当該施策を含む分野の幸福実感指標の
年間平均の伸び率を上回る、毎年１ポイント、４年間で４ポイントの増をめざして設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

   Ⅰ－１－２ 治山・治水・海岸保全対策の推進 

人権が尊重される社会づくり 

 

 

○ ○○ 
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活動指標        

基本事業 目標項目 
27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

21101 人権が尊

重されるまちづ

くりの推進（環境

生活部） 

地域における「人権

が尊重されるまち

づくり」研修会の実

施団体数 

 35団体 35団体 35団体 35団体 

1.00 

34団体 37団体 35団体 36団体 35団体 

21102 人権啓発

の推進（環境生活

部） 

人権イベント・講座

等の参加者の人権

に関する理解度 

 98.0％ 99.0％ 100％ 100％ 

0.96 

97.0％ 97.5％ 97.3％ 97.1％ 96.0％ 

21103 人権教育

の推進（教育委員

会） 

人権教育カリキュ

ラムを作成してい

る学校の割合 

 82.2％ 90.1％ 96.6％ 100％  

1.00 

 73.3％ 83.0％ 90.5％ 98.1％ 100％ 

21104 人権擁護

の推進（環境生活

部） 

人権に関わる相談

員を対象とした資

質向上研修会受講

者の研修内容の理

解度 

 97.0％ 98.0％ 99.0％ 100％ 

0.97 

95.6％ 96.0％ 97.7％ 98.9％ 97.3％ 

 

（単位：百万円） 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

予算額等 607 565 527 533 564 

概算人件費  575 557 571 567 

（配置人員）  （63人） （61人） （64人） （63人） 

 

令和元年度の取組概要と成果、残された課題 

①「第三次人権が尊重される三重をつくる行動プラン」に基づき、人権施策を総合的に推進しましたが、同

和問題、子ども、女性、障がい者、インターネット上の人権侵害や性的指向・性自認に関する人権等など、

さまざまな人権問題が存在しています。人権が尊重される社会の実現には、住民組織やＮＰＯ等のさまざ

まな主体と連携・協働して、取組を推進していく必要があります。 

②住民のあらゆる活動に人権尊重の視点が根づくよう、地域における研修会等に講師派遣による支援（35団

体）を行いましたが、人権が尊重されるまちづくりの取組を県内全域に広げていくためには、この支援事

業の活用等を通じて、さまざまな主体による自発的な取組を促進していく必要があります。 

③県民一人ひとりの人権意識の高揚を図るため、さまざまな手法を活用して人権啓発に取り組むとともに、

「県民人権講座」を通じて、人権への関心を高めましたが、人権問題は多様化しており、県民の皆さんの

理解と認識を深めていくことができるよう、引き続き、多様な手段と機会を通じて効果的に人権啓発を推

進していく必要があります。 

④教育活動全体を通じて、一人ひとりの存在や思いが大切にされる学校づくりを進めるために、全ての学校

で、人権教育カリキュラムが作成されました。今後、実践を通じて人権教育カリキュラムの改善を図り、

子どもたちが人権についての理解と認識を深め、人権尊重の行動につながる意欲・態度や技能を身に付け

られるよう人権教育に取り組んでいく必要があります。 

   Ⅰ－１－２ 治山・治水・海岸保全対策の推進 
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⑤人権に関するさまざまな相談に対応するため、相談機関の相談員等を対象に資質向上を図るための講座の

開催（12講座）等に取り組みましたが、相談内容は多様化・複雑化していることから、引き続き、相談員

等の資質向上を図るための支援や、関係機関等相互の連携強化を図っていく必要があります。 

 

・人権意識の高揚への取組をさまざまな主体と共に取り組んできた結果、活動指標「人権が尊重されるまち

づくりの推進」について、令和元年度の目標を達成することができ、人権が尊重されるまちづくり研修会

への参加者数も元年度末累計で延べ 5,546人になるなど、着実に成果があらわれています。一方で、県民

指標「人権が尊重されている社会となっていると感じる県民の割合」は微増したものの、令和元年度の目

標を達成することができなかったことから、今後は国や市町等との連携を強化し、人権啓発事業の工夫・

参加促進や多様化・複雑化する人権相談への的確な対応に一層取り組んでいく必要があります。 

 

【第三次行動計画の関連する施策】 

  施策２１１：人権が尊重される社会づくり 
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施策２１１  

 

 

 

【主担当部局：環境生活部】 

県民の皆さんとめざす姿（令和５年度末での到達目標） 

さまざまな主体と連携した人権施策が展開され、県民一人ひとりが、互いの人権を尊重し、多様性

を認める意識を高めるとともに、あらゆる差別の解消が進み、個性や能力を発揮していきいきと活動

できる社会になっています。 

 

主指標     

目標項目 
令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

人権が尊重さ
れている社会
になっている
と感じる県民
の割合 

 40.8％ 
 

 

  43.8％ 

38.6％     

目標項目の説明と令和２年度目標値の考え方 

目標項目 
の説明 

「みえ県民意識調査」で、県民一人ひとりの人権が尊重されている社会になっていると「感
じる」、「どちらかといえば感じる」と回答した県民の割合 

２年度目標値 
の考え方 

令和５年度の目標達成に向け、段階的に割合を増やしていくこととし、これまでの実績や国
の調査等をふまえて目標値を設定しました。 

 

副指標   

目標項目 

令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標達成 

状況 
目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

人権研修等を受

講した県民が、

人権尊重の視点

で行動しようと

感じた割合 

 100％ 

 

        100％ 

96.5％           

人権学習によっ

て人権を守るた

めの行動をした

いと感じるよう

になった子ども

たちの割合 

 91.0％ 

 

        98.5％ 

88.5％           

人権に関わる相

談員を対象とし

た資質向上研修

会受講者が、研

修内容を今後の

業務に生かした

いと感じた割合 

 100％  

 

 

 

        100％ 

96.8％           

 

   Ⅰ－１－２ 治山・治水・海岸保全対策の推進 

人権が尊重される社会づくり 
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（単位：百万円） 
 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

予算額等 564 545 
   

概算人件費  
   

 

（配置人員）  
   

 

 

令和２年度の取組方向      【環境生活部 次長 辻 修一 電話：059-224-2468】 

〇①差別のない人権が尊重される社会の実現に向け、令和２年３月に策定した「第四次人権が尊重され

る三重をつくる行動プラン」に基づき、さまざまな主体と連携・協働して、人権が尊重されるまち

づくりや啓発・教育等の人権施策を推進します。 

②人権が尊重されるまちづくりの取組が県内全域に広がるよう、講師派遣の支援を行うとともに、優

れた取組事例を積極的に周知することにより、人権が尊重されるまちづくりに取り組む団体の拡大

をめざします。 

③県民一人ひとりの人権意識の高揚をめざし、国や市町、さまざまな主体とも連携しながら、人権課

題や年齢層、関心の度合いに応じた多様な手段と機会を通じて、人権に関する知識や情報を提供し、

理解や共感を得るための人権啓発を推進します。 

④多様化する人権相談に的確に対応することができるよう、相談員等に対する研修を行い、資質向上

を図るとともに、情報共有の場づくりなどを通して、県の関係機関をはじめ国や市町等相互の連携

強化に取り組みます。 

〇⑤人権をめぐる社会の動向やさまざまな人権課題の把握に努め、現状への理解と新たな人権課題の認

識を深めるとともに、必要な取組を進めます。特に、新型コロナウイルス感染症に関連する人権問

題についても、緊急的に啓発および相談等に取り組みます。 

⑥子どもたちの発達段階に応じた人権教育カリキュラムに基づき、教育活動全体を通じた人権教育に

取り組み、一人ひとりの存在や思いが大切にされる学校づくりを進めます。また、子どもたちが安

心して学び、生活できるよう、人権教育推進協議会や子ども支援ネットワーク等の取組を活性化す

るなど、学校・家庭・地域の連携を深めていきます。多様性が受容されるダイバーシティ社会が求

められている中、子どもたちがその実現やさまざまな人権問題の解決に向けた実践行動ができる力

を身に付けられるよう、学校における取組を推進します。 

 

＊「〇」のついた項目は、令和２年度に特に注力するポイントを示しています。 

   Ⅰ－１－２ 治山・治水・海岸保全対策の推進 
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施策２１２  

 

 

 

【主担当部局：環境生活部】 

県民の皆さんとめざす姿 

県民一人ひとりが性別に関わらず、自立した個人としてその個性と能力を十分に発揮できる機会が確保さ

れ、それぞれに多様な生き方が認められる男女共同参画社会が実現しています。そこでは、男女が、対等な

立場で社会のあらゆる分野における活動に積極的・主体的に参画し、共に責任を担い活躍しています。 

 

令和元年度末での到達目標 

行政や企業、各種団体等において、政策や方針の決定過程への女性の参画が拡大しているとともに、あら

ゆる分野において女性が活躍できる環境づくりが進められています。 

 

評価結果をふまえた施策の進展度と判断理由 

進展度 

＊ 

Ｂ 

（ある程度進んだ） 
判断理由 

県民指標の目標値を達成できなかったものの、活動指標の

目標値はほぼ達成できたことから、「ある程度進んだ」と判

断しました。 

【＊進展度：Ａ（進んだ）、Ｂ（ある程度進んだ）、Ｃ（あまり進まなかった）、Ｄ（進まなかった）】 

 

県民指標      

目標項目 
27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

あらゆる分野で
女性の社会参画
が進んでいると
感じる県民の割
合 

 41.4％ 43.4％ 45.4％ 47.4％ 

0.80 

39.4％ 39.9％ 39.8％ 39.6％ 37.8％ 

目標項目の説明と令和元年度目標値の考え方 

目標項目 
の説明 

「みえ県民意識調査」で、あらゆる分野で女性の社会参画が進んでいると「感じる」「どちらかとい
えば感じる」と回答した県民の割合 

令和元年度 
目標値の考え方 

あらゆる分野での女性活躍の取組をふまえ、過去（第１回～第４回）の「みえ県民意識調査」にお
ける幸福実感指標の伸び率上位５項目の平均が２ポイントであることから、毎年２ポイント、４年
間で８ポイントの増をめざして設定しました。 

 
 

   Ⅰ－１－２ 治山・治水・海岸保全対策の推進 

あらゆる分野における女性活躍の推進 

 

 

○ ○○ 
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活動指標        

基本事業 目標項目 
27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

21201政策・方針

決定過程への女

性の参画（環境生

活部） 

県・市町の審議

会等における女

性委員の割合 

 27.2％ 28.0％ 28.7％ 29.4％ 

0.96 

26.5％ 26.7％ 27.3％ 27.5％ 28.1％ 

21202 男女共同

参画に関する意

識の普及と教育

の推進（環境生活

部） 

男女共同参画セ

ンター開催事業

の新規参加者の

数・満足度 

 

新規参加 
者数 

321人 
 
満足度 

95.5％ 

新規参加 
者数 

337人 
 
満足度 

97.0％ 

新規参加 
者数 

353人 
 
満足度 

98.5％ 

新規参加 
者数 

370人 
 
満足度 

100％ 
0.86 

新規参加 
者数 

300人 
 
満足度 

84.0％ 

新規参加 
者数 

330人 
 
満足度 

98.8％ 

新規参加 
者数 

347人 
 
満足度 

98.0％ 

新規参加 
者数 

354人 
 
満足度 

99.4％ 

新規参加 
者数 

318人 
満足度 

100％ 

21203 職業生活

等における女性

活躍の推進（環境

生活部） 

「女性の職業生

活における活躍

の推進に関する

法律」に規定す

る事業主行動計

画等の策定団体

数（累計）（創 17） 

 140団体 441団体 513団体 531団体 

1.00 

41団体 343団体 494団体 524団体 

553団体 

548団体 

(令和元年

12月) 

21204 性別に基

づく暴力等への

取組（環境生活

部） 

性犯罪・性暴力
被害者支援制度
の周知のための
協 力 団 体 数 
（累計） 

 12団体 24団体 40団体 49団体 

1.00 

- 13団体 30団体 41団体 49団体 

 

（単位：百万円） 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

予算額等 155 207 154 156 171 

概算人件費  173 183 169 153 

（配置人員）  （19人） （20人） （19人） （17人） 
 

令和元年度の取組概要と成果、残された課題 

①「第２次三重県男女共同参画基本計画（改定版）」および第二期実施計画（改訂版）に基づく男女共同参画

施策の一層の推進に向けて、各部局や市町に対し働きかけを行っていく必要があります。また、「第３次三

重県男女共同参画基本計画」の策定に取り組み、さらなる推進につなげていく必要があります。 

②多様な人びとが参画・活躍できるダイバーシティ社会の実現に向けて、高等教育機関と連携した講座や  

ワークショップの開催などにより、ダイバーシティの考え方の浸透を図るとともに、ＬＧＢＴ＊をはじめ

性の多様性について企業を対象とした研修会や県民の皆さんを対象とした啓発イベント等を実施しました。

今後も県民の皆さんの一層の理解促進を図り、行動につながるよう取り組む必要があります。 （創 17） 

   Ⅰ－１－２ 治山・治水・海岸保全対策の推進 
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③県男女共同参画センター「フレンテみえ」において、男女共同参画に関する講演会や各種講座、出前トー

クなどを実施しました。今年度は新型コロナウイルス感染症防止に係るイベント中止の影響で参加者が減

少したものの高い満足度が得られ、県民の皆さんの意識啓発につながりました。しかしながら、性別によ

る固定的な役割分担意識が根強く残っていることから、引き続き、男女共同参画意識の普及啓発に取り組

む必要があります。 

④女性リーダー育成講座「みえたま塾」や企業の女性活躍の取組を顕彰する「チェンジ・デザイン・アワー

ド 2020」を開催し、企業が職場の環境整備に取り組むきっかけづくりを行いました。講座の成果や収集し

た企業の取組事例をより多くの企業に活用していただけるよう、周知に努める必要があります。また、県

内企業・団体等で構成する「女性の大活躍推進三重県会議」の取組等を通じて、女性の活躍推進の取組を

一層推進する必要があります。                             （創 17） 

⑤「みえ性暴力被害者支援センター よりこ」については、性暴力被害者専門の相談窓口として認知されつ

つあり、関係機関とのスムーズな連携体制で運用されています。しかし、性暴力被害者は被害の性質上潜

在化しやすいため、引き続き効果的な普及啓発を行い、社会的認知度をさらに高めて行く必要があります。 

⑥ＤＶ被害者支援について、関係機関による「配偶者からの暴力防止等連絡会議」を開催し、情報共有・意

見交換等を行うとともに、女性（婦人）相談員等の専門性向上のための研修を行いました。また、現在の

社会情勢やＤＶ被害の状況、これまでの取組の成果や課題を整理した上で、関係団体等の意見をふまえ、

「三重県ＤＶ防止及び被害者保護・支援基本計画第６次計画」を策定しました。今後も、ＤＶや性暴力・

性犯罪を防止するための啓発を行うとともに、多様化、複雑化する相談に対し、適切な情報提供を行うな

ど、関係機関と連携し、被害者支援を推進する必要があります。 

 

・県民指標「あらゆる分野で女性の社会参画が進んでいると感じる県民の割合」の目標は達成できなかった

ものの、「第２次三重県男女共同参画基本計画(改定版)」の着実な実施に取り組んだ結果、事業主行動計

画等の策定団体数が大幅に増加するなど、活動指標の目標を概ね達成できました。引き続き、指導的地位

に就く女性割合の増加や固定的な性別役割分担意識の解消に向け、男女共同参画意識の一層の浸透を図る

とともに、性犯罪・性暴力やＤＶの防止に向け、啓発や被害者支援を推進する必要があります。また、多

様な人びとが参画・活躍できるダイバーシティ社会の推進に向けては、その考え方の浸透を図る取組等を

行うとともに、多様な性のあり方に関する県民の皆さんの理解促進を図りました。今後は行動につながる

よう一層の取組が必要です。 

 

【第三次行動計画の関連する施策】 

  施策２１２：あらゆる分野における女性活躍とダイバーシティの推進 

 

※「創 番号」のついた項目は、「三重県まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本的な取組方向のめざす姿

の達成に資する主な取組であり、検証レポートにも記載しています。 
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施策２１２  

 

 

 

【主担当部局：環境生活部】 

県民の皆さんとめざす姿（令和５年度末での到達目標） 

あらゆる分野における女性の参画・活躍が拡大するとともに、県民一人ひとりが性別に関わらず、

その個性や能力を発揮し、それぞれに多様な生き方が認められる男女共同参画社会づくりが進んでい

ます。また、性別をはじめ年齢、国籍・文化的背景、障がいの有無、性的指向・性自認など多様性を

認め合い、誰もが希望を持って、挑戦し、参画・活躍できるダイバーシティ社会の実現に向け、県民

の皆さんの主体的な行動が広がっています。 

 

主指標     

目標項目 
令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

性別による固
定的な役割分
担意識をもつ
県民の割合 

 22.5％ 

 

  20.1％ 

23.3％ 
21.6％ 

    

目標項目の説明と令和２年度目標値の考え方 

目標項目 
の説明 

「みえ県民意識調査」で、「男は仕事、女は家庭」のように性別によって役割を固定する考
え方について、「同感する」、「どちらかといえば同感する」と回答した県民の割合 

２年度目標値 
の考え方 

令和５年度の目標達成に向け、段階的に割合を減少させていくこととし、これまでの実績等
をふまえて目標値を設定しました。 

 

副指標   

目標項目 

令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標達成 

状況 
目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

「女性の職業生

活における活躍

の推進に関する

法律」に規定す

る事業主行動計

画 等 を 策 定 す

る、常時雇用労

働者数 100 人以

下の団体数 

 345団体 

 

        397団体 

327団体 

323団体 

（令和元年

12 月） 

          

ダイバーシティ

講座等の受講後

に、ダイバーシ

ティ推進に取り

組む意向を示し

た受講者の割合 

 92.8％ 

 

        100％ 

89.0％           

   Ⅰ－１－２ 治山・治水・海岸保全対策の推進 

あらゆる分野における女性活躍とダイバーシティの推進 
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（単位：百万円） 
 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

予算額等 164 171 
   

概算人件費  
   

 

（配置人員）  
   

 

 

令和２年度の取組方向      【環境生活部 次長 辻 修一 電話：059-224-2468】 

〇①男女共同参画施策の一層の推進をめざし、各部局と連携して「第２次三重県男女共同参画基本計画

(改定版)」の着実な実行に取り組むとともに、「第３次三重県男女共同参画基本計画」を策定しま

す。市町に対しては、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく推進計画の策

定などの取組が進むよう、それぞれの実情に応じた支援を行います。 

②県男女共同参画センター「フレンテみえ」と密接な連携のもと、指定管理事業の実施などを通じ、

男女共同参画意識の一層の普及啓発に努めます。 

③性犯罪・性暴力の被害者等が必要な支援を受けることができるよう、引き続き「みえ性暴力被害者

支援センター よりこ」の相談体制の充実と認知度向上に取り組みます。特に、新型コロナウイル

ス感染症に起因する生活不安・ストレスにより、性暴力等についても増加が懸念されることから、  

被害者等が速やかに相談し、適切な支援を受けられるようＳＮＳ等を活用した相談機能の拡充など

を行います。 

〇④「女性の大活躍推進三重県会議」による企業の女性活躍に向けた取組を顕彰する「チェンジ・デザ

イン・アワード」の実施や、事業主行動計画等の策定支援を通じ、県内企業・団体における女性が

活躍できる環境整備を一層促進します。 

〇⑤誰もが参画・活躍できるダイバーシティ社会の実現に向けて、「ダイバーシティみえ推進方針～と

もに輝く
きらり

、多様な社会へ～」に基づき、県民の皆さんの理解や行動につなげられるようダイバーシ  

ティに関する講座等を実施します。また、多様な性的指向や性自認について、県民の皆さんの理解

が広がり、ＬＧＢＴ＊などの当事者が安心して暮らせるよう、｢多様な性的指向・性自認に関する三

重県条例（仮称）｣の制定をめざすとともに、啓発や県内における相談対応に係る取組を行います。 

⑥令和２年３月に策定した「三重県ＤＶ防止及び被害者保護・支援基本計画第６次計画」に基づき、

ＤＶ被害者の適切な保護・自立支援や性別にとらわれない相談を行えるよう関係機関と連携した取

組を進めるとともに、ＤＶ対応と児童虐待対応とのさらなる連携強化を図ります。また、ＤＶを許

さない社会意識の醸成に向けて啓発を行います。特に、新型コロナウイルス問題に起因する生活不

安・ストレスにより、ＤＶ等についても増加が懸念されることから、被害者等が速やかに相談し、

適切な支援を受けられるようＳＮＳ等を活用した相談機能の拡充等を行います。 

 

＊「〇」のついた項目は、令和２年度に特に注力するポイントを示しています。 

   Ⅰ－１－２ 治山・治水・海岸保全対策の推進 
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施策２１３  

 

 

 

【主担当部局：環境生活部】 

県民の皆さんとめざす姿 

ＮＰＯ、経済団体、行政等のさまざまな主体が連携して、多文化共生社会づくりに取り組むことにより、

文化的背景の異なる人びとが、互いの文化の違いを認め合い、対等な関係のもとで、地域社会を一緒に築い

ています。 

 

令和元年度末での到達目標 

ＮＰＯ、経済団体、行政等のさまざまな主体が連携し、外国人住民等が地域社会の一員として地域づくり

に積極的に参画する仕組みづくりを進めます。 

 

評価結果をふまえた施策の進展度と判断理由 

進展度 

＊ 

Ｂ 

（ある程度進んだ） 
判断理由 

県民指標の目標値を達成できなかったものの、活動指標の

目標値はほぼ達成したことから、「ある程度進んだ」と判断

しました。 

【＊進展度：Ａ（進んだ）、Ｂ（ある程度進んだ）、Ｃ（あまり進まなかった）、Ｄ（進まなかった）】 

 

県民指標      

目標項目 
27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

多文化共生の社
会になっている
と感じる県民の
割合 

 30.1％ 31.1％ 32.1％ 33.1％ 

0.92 

29.1％ 30.0％ 31.1％ 27.3％ 30.3％ 

目標項目の説明と令和元年度目標値の考え方 

目標項目 
の説明 

「みえ県民意識調査」で、外国人住民が地域社会の一員として共に暮らせる社会になっていると
「感じる」「どちらかといえば感じる」と回答した県民の割合 

令和元年度 
目標値の考え方 

過去（第１回～第４回）の「みえ県民意識調査」において、当該施策を含む分野の幸福実感指標の
年間平均の伸び率を上回る、毎年１ポイント、４年間で４ポイントの増をめざして設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

多文化共生社会づくり 

 

 

○ ○○ 

   Ⅰ－１－２ 治山・治水・海岸保全対策の推進 
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活動指標        

基本事業 目標項目 
27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

21301 多文化共生

に向けた学習機会

等の提供と外国人

住民等の生活への

支援（環境生活部） 

多文化共生に係

るセミナー、研修

会等参加者の理

解度 

 98.5％ 99.0％ 99.5％ 100％ 

0.99 

97.9％ 98.4％ 98.6％ 99.5％ 99.0％ 

医療通訳者が常

勤している医療

機関の数（累計） 

 ７機関 ８機関 ９機関 11機関 

1.00 

６機関 ６機関 ９機関 10機関 15機関 

21302 日本語指導

が必要な外国人児

童生徒への支援

（教育委員会） 

日本語指導が必

要な外国人生徒

のうち、就職また

は高等学校等に

進学した生徒の

割合 

 100％ 100％ 100％ 100％ 

 

0.96 
94.9％ 95.8％ 97.9％ 97.6％ 96.3％ 

 

（単位：百万円） 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

予算額等 112 93 82 79 92 

概算人件費  91 91 98 90 

（配置人員）  （10人） （10人） (11人) （10人） 

 

令和元年度の取組概要と成果、残された課題 

①「みえ外国人相談サポートセンター（ＭｉｅＣｏ）」を開設し、外国人住民等からの生活上のさまざまな相

談に対応するとともに、外国人住民が必要とする生活・行政情報を多言語で提供しました。引き続き、相

談体制の充実、提供情報内容の充実を図っていく必要があります。 

②市町や関係機関、関係団体等のさまざまな主体と連携して、医療通訳者の育成や災害時の外国人住民への

支援体制の整備に取り組みました。県内の外国人住民は定住傾向にあり、生活場面で生じるさまざまな課

題への対応が必要です。 

③市町によるプレスクール実施を促進するため、指導者等の人材を育成するとともに「三重県プレスクール

実施マニュアル」を作成しました。引き続き、外国人住民のライフステージに応じた日本語学習の機会を

確保していく必要があります。 

④外国人児童生徒巡回相談員 13 名を各市町や小中学校に派遣し、日本語指導が必要な外国人生徒の学校生

活への適応や日本語で学習する力の習得の支援、保護者への支援を行うとともに、「外国人生徒支援専門

員」（ポルトガル語、スペイン語）を拠点校となる県立高等学校に配置し、学習支援や進路相談など外国人

生徒および保護者への継続的な支援を行いました。さらに、高等学校における外国人生徒が日本の学校制

度や働き方について理解を深め進路を選択できるよう、進学や就職に関するセミナーおよび企業見学会を

実施するとともに、外国人生徒キャリアサポーターを任用し、求人開拓や進路相談等の就職支援を行いま

した。 
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⑤日本語指導が必要な外国人児童生徒の日常生活に必要な日本語の習得や、学習活動において日本語で学ぶ

力を育成するため、市町等教育委員会担当者および小中学校教職員を対象とした会議を開催し、効果的な

日本語指導や授業の工夫について紹介するとともに、日本語指導の指導者を養成する国の研修を本県で実

施しました。また、外国人住民の多い７市の教育委員会と連携し、生徒の日本語力等に関する情報につい

て中学校から高等学校への引継ぎが進められるよう取り組みました。さらに、外国人児童生徒の就学を促

進するため、就学状況を把握するとともに、就学案内等に取り組みました。今後も、日本語指導が必要な

外国人児童生徒の増加が見込まれることから、小・中・高等学校が連携しながら、適切な支援を行ってい

く必要があります。 

 

・生活・行政情報の多言語化や相談窓口の設置、医療通訳の普及、災害時に外国人住民を支援する人材の育

成等に取り組んだ結果、活動指標「医療通訳者が常勤している医療機関の数」６機関が 15 機関となるな

ど、外国人住民の安全で安心な生活の支援という観点から一定の成果を得ることができました。一方で、

在留外国人の一層の増加に伴う新たな課題の発生・増加も予想されることから、令和２年度から始まる「三

重県多文化共生社会づくり指針（第２期）」に基づき、外国人住民のライフステージに応じたよりきめ細か

な支援に取り組んでいく必要があります。 

・これまで外国人の子どもの就学の促進や学校生活等への適応指導、日本語で学ぶ力を身に付けるための支

援を行っていますが、日本語指導が必要な外国人児童生徒は増加しており、居住地域の広域化や多言語化

が進んでいることから、各市町が行う初期の日本語指導や適応指導の取組に対する支援を一層進める必要

があります。保護者に対しては、連絡文書等の翻訳支援を行ってきましたが、日本での学校生活や就職に

関する理解が十分でない保護者もいることから、今後も引き続き、日本語でのコミュニケーションが難し

い保護者に対する翻訳等の支援を拡充していく必要があります。 

 

【第三次行動計画の関連する施策】 

  施策２１３：多文化共生社会づくり 
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施策２１３  

 

 

 

【主担当部局：環境生活部】 

県民の皆さんとめざす姿（令和５年度末での到達目標） 

外国人住民が抱える生活、就労、教育などの課題の解決に向け、国際交流協会、ＮＰО、経済団体、

県民、国・県・市町などのさまざまな主体が適切な役割分担のもと連携して取り組むことにより、多

様な文化的背景の人びとが、互いの文化の違いを認め合い、対等な関係のもとで、地域社会を一緒に

築いています。 

 

主指標     

目標項目 
令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

多文化共生の
社会になって
いると感じる
県民の割合 

 31.3％ 

 

  37.3％ 

30.3％     

目標項目の説明と令和２年度目標値の考え方 

目標項目 
の説明 

「みえ県民意識調査」で、外国人住民が地域社会の一員として共に暮らせる社会になってい
ると「感じる」、「どちらかといえば感じる」と回答した県民の割合 

２年度目標値 
の考え方 

令和５年度の目標達成に向け、段階的に割合を増やしていくこととし、これまでの実績や国
の調査等をふまえて目標値を設定しました。 

 

副指標   

目標項目 

令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標達成 

状況 
目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

医療通訳者の配

置や電話通訳の

活用により多言

語対応が可能な

医療機関数 

 17 機関 

 

        26 機関 

15 機関           

日本語指導が必

要な外国人児童

生徒に対して、

日本語指導が行

われている学校

の割合 

 93.4％ 

 

        100％ 

86.8％           
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（単位：百万円） 
 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

予算額等 92 126 
   

概算人件費  
   

 

（配置人員）  
   

 

 

令和２年度の取組方向      【環境生活部 次長 辻 修一 電話：059-224-2468】 

〇①外国人住民からの生活相談に加え、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う生活不安に対し、きめ細

かに対応する体制を「みえ外国人相談サポートセンター（ＭｉｅＣｏ）」において構築するととも

に、県多言語ホームページ（ＭｉｅＩｎｆｏ）の情報内容の充実を図ります。 

②外国人住民が地域で安心して生活することができるよう、医療通訳者の育成や災害時に外国人住民

を支援する体制の整備、消費者被害の防止のための啓発などに、市町や関係機関、関係団体などさ

まざまな主体と連携して取り組みます。 

〇③日本語教育の実態・課題を把握するとともに、地域日本語教育の総合的な推進計画を策定するなど

地域における日本語教育環境の強化に取り組みます。また、県内で活躍する外国人住民を紹介する

映画製作をはじめ、各種啓発活動や国際交流の機会等を通じて、多文化共生に関する意識の醸成を

図ります。 

④外国人児童生徒の就学促進を図るため、外国人児童生徒およびその保護者等に対して、日本での学

校生活や進学に関することなどの正確な情報を多言語で提供します。また、外国人住民等を含め、

さまざまな事情により十分な教育を受けられないまま中学校を卒業した方に対し、義務教育を受け

る機会を保障する夜間中学に関する調査研究を進めます。 

⑤外国人児童生徒に対する教育の充実を図るため、市町が行う初期の日本語指導や学校生活への適応

指導等の取組を支援します。また、外国人児童生徒巡回相談員を計画的・効果的に学校へ派遣し、

外国人児童生徒への日本語指導・適応指導や保護者への支援を行うとともに、翻訳を担う外国人児

童生徒巡回支援員の派遣やＩＣＴを活用した日本語指導を推進します。また、高等学校においては、

外国人生徒の日本語学習の支援や進路相談等を充実するため、拠点校への外国人生徒支援専門員の

配置を拡充します。 

⑥市町等教育委員会担当者および教職員対象の研修会等において、日本語で学ぶ力を育む授業の普及

に加え、児童生徒の日本語能力に応じた特別の教育課程を編成・実施している事例等、優れた取組

の普及を図ります。また、外国人住民が多く在住する市町で開催される外国人の小中学生を対象に

した進路ガイダンスの実施を支援します。さらに、外国人生徒および保護者が日本の学校制度や働

き方について理解を深め進路を選択できるよう、進学や就職に関するセミナーを実施します。 

 

＊「〇」のついた項目は、令和２年度に特に注力するポイントを示しています。 
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施策２２８  

 

 

 

【主担当部局：環境生活部】 

県民の皆さんとめざす姿 

世代や障がいの有無、国籍などにとらわれず、あらゆる県民の皆さんが文化や地域の歴史等に学び親しみ、

豊かな感性や創造性等を育みながら、心豊かな生活を送っています。 

また、文化活動や学びの成果を生かし、ライフステージ等に応じて地域のさまざまな活動を主体的に支え

ています。 

 

令和元年度末での到達目標 

多様な文化にふれ親しんだり、学びの機会を得ることで、心の豊かさや生きがいを実感している県民が増

加するとともに、三重の文化の素晴らしさや学習する楽しさが再認識され、その魅力や知識が磨き上げられ

て、文化を通じた交流や学習成果を生かす機会が活発になっています。 

 

評価結果をふまえた施策の進展度と判断理由 

進展度 

＊ 

Ｂ 

（ある程度進んだ） 
判断理由 

県民指標および活動指標の目標値をほぼ達成できたことか

ら、「ある程度進んだ」と判断しました。 

【＊進展度：Ａ（進んだ）、Ｂ（ある程度進んだ）、Ｃ（あまり進まなかった）、Ｄ（進まなかった）】 

 

県民指標      

目標項目 

27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 

状況 
目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

参加した文化
活動、生涯学習
に対する満足
度 

 97.0％ 97.0％ 97.0％ 97.0％ 

0.99 

95.5％ 95.9％ 96.8％ 97.2％ 96.8％ 

目標項目の説明と令和元年度目標の考え方 

目標項目 
の説明 

県立文化・生涯学習施設が実施した展覧会、講座、公演事業および歴史・文化資源を活用した事業に
おけるアンケート調査で、その内容について「満足」、「やや満足」と回答した人の割合 

令和元年度 
目標値の考え方 

魅力ある文化にふれる機会や多様な学びの機会を提供することによって、第一次行動計画期間中の
実績値を上回り、平成 27 年度現状値から 1.5 ポイント増の 97％以上を維持することをめざし、目
標値として設定しました。 
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活動指標        

基本事業 目標項目 

27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 

実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

22801文化にふれ

親しみ、創造する

機会の充実（環境

生活部） 

県立文化施設の利

用者数 

 137.0万人 138.0万人 139.0万人 140.0万人 

0.96 

137.7万人 146.0万人 156.0万人 146.3万人 133.8万人 

22802文化財の保

存・継承・活用（教

育委員会） 

文化財情報アクセ
ス件数 

 210,000件 216,000件 222,000件 228,000件 

0.99 

202,960件 213,536件 218,189件 223,327件 224,940件 

22803学びとその

成果を生かす場

の充実（環境生活

部） 

みえ生涯学習ネッ

トワーク登録会員

数（累計） 

 140会員 150会員 160会員 170会員 

1.00 

128会員 145会員 156会員 165会員 182会員 

22804社会教育の

推進と地域の教

育力の向上（教育

委員会） 

地域の教育関係者
のネットワークへ
の参画者数（累計） 

 200人 300人 400人 500人 

1.00 

－ 220人 305人 402人 514人 

 

（単位：百万円） 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

予算額等 3,188 2,469 2,173 2,248 2,372 

概算人件費  1,278 1,250 1,266 1,251 

（配置人員）  （140人） （137人） (142人) （139人） 
 

令和元年度の取組概要と成果、残された課題 

①「新しいみえの文化振興方針」に基づき、文化振興を担う専門人材や次代を担う若い世代の育成を図ると

ともに、文化交流ゾーンが集積の利点を生かした施設運営や事業展開が行えるよう、文化交流ゾーン構成

施設の連携強化を図りました。今後とも「人材の育成」と「文化の拠点機能の強化」に重点的に取り組み、

同方針の具現化を図っていく必要があります。 

②総合博物館、県総合文化センターおよび斎宮歴史博物館において周年を記念した特別展や公演等を実施し、

県立美術館においては、県ゆかりの作家の美術作品を紹介する展覧会等を開催しました。また、県立文化

施設において、県内高等教育機関や博物館等と連携して多様な学びの機会を提供しました。引き続き、魅

力的な公演・展覧会等を開催することにより、利用者の拡大を図るとともに、県民の皆さんの多様な学習

ニーズに応えるため、さまざまな学習機会の提供や学習情報の発信に取り組んでいく必要があります。 

③歴史的・文化的に重要な文化財を、県指定文化財として２件指定しました（新指定１件、追加指定１件）。

また、国・県指定等を受けている文化財が適切に保存・継承されるよう、所有者等に財政的・技術的支援

を行いました。文化財防災への対応として、パリ・ノートルダム大聖堂や首里城の火災を受け国・県指定

文化財（建造物等・美術工芸品）所有者等に対する注意喚起および防火体制の調査を実施するとともに、

文化財への防災意識向上のため、講演会やパネル展示・リーフレット作成を行いました。世界遺産「紀伊

山地の霊場と参詣道」については、これまで関係市町と連携して、計画的な維持補修や魅力発信に向けた

取組を進めてきました。今後は、「文化財保護法」の改正を受けて、文化財が適切に保存・活用・継承され

るよう、支援を行っていく必要があります。 

   Ⅰ－１－２ 治山・治水・海岸保全対策の推進 
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④社会教育関係者のネットワークを拡充するために地域と学校を結ぶコーディネーターの養成講座（３回）、

地域で子どもの教育に携わる人びとの地域別交流会（３回）や全体会（１回）を実施しました。今後も、

地域と学校が連携協働し、地域全体で子どもも大人も学び合う社会教育の場づくりを継続的に実施してい

くために、地域と学校をつなぐコーディネーターの新たな人材発掘や後継者育成を進めていく必要があり

ます。 

⑤熊野少年自然の家および鈴鹿青少年センターでは、指定管理者制度のもと、集団宿泊体験および自然体験

活動等の機会を提供することにより、心身ともに健全な青少年の育成を図りました。また、鈴鹿青少年セ

ンターについては、民間活力導入可能性調査や有識者意見交換会を実施し、「民間活力の導入（ＰＰＰ／ 

ＰＦＩなど）」を進めていく方向としました。今後は、この方向性に基づいて、当該施設の社会的役割や現

在の利用者のニーズをふまえ、具体的な検討を進めていく必要があります。 

⑥県立図書館においては、全国図書館大会三重大会の開催により、全国へ三重県の情報を発信するとともに、

図書館職員が最新の知見等を得て資質の向上を図ることができました。また、県内図書館職員を対象にし

た研修を実施したほか、広域ネットワークを活用した全県域へのサービスや先進的なサービスを提供しま

した。引き続き、市町図書館等と連携し、全県域・全関心層へのサービスの充実に努めていく必要があり

ます。 

 

・総合博物館や県総合文化センターなどの各県立文化施設が、三重の多様で豊かな自然および歴史文化等を

テーマにした多彩で魅力的な展覧会や質の高い文化芸術公演、各種講座を開催するとともに、県内高等教

育機関等と連携し、多様な学びの場を提供したことなどにより、県民指標、活動指標ともに概ね目標値を

達成できました。今後も、展覧会や公演などを通じて全ての県民の皆さんが主体的に文化に触れ親しむ機

会や多様なニーズをふまえた魅力的な学びの場を提供することが必要です。 

・文化財の保存、活用、継承については、国および県文化財の指定や所有者等への財政的・技術的支援、防

災意識向上や魅力発信の取組を進めた結果、文化財に対する認知度や保存・活用・継承への意識が向上し

つつあります。過疎化・少子高齢化の進行、気候変動等に伴う自然環境の変化を意識しつつ、文化財の滅

失や散逸等に注意が払えるよう、今後も、「文化財保護法」の改正をふまえ文化財の適切な保存、活用、継

承に取り組む必要があります。また、地域における教育の充実、体験活動および学習活動の機会拡大のた

め、地域人材の育成・発掘、ネットワークの構築を進めた結果、各地域における参画者数が増加しました。

今後は、発掘した人材やつなげたネットワークによる地域と学校を結ぶコーディネート機能の強化や、公

民館等社会教育施設における地域課題の解決に資する学びの場づくりをサポートしていく必要があります。 

 

【第三次行動計画の関連する施策】 

  施策２２７：文化と生涯学習の振興 
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施策２２７  

 

 

 

【主担当部局：環境生活部】 

県民の皆さんとめざす姿（令和５年度末での到達目標） 

年齢や障がいの有無、国籍などにとらわれず、全ての県民の皆さんが文化や地域の歴史等に学び親

しみ、豊かな感性や創造性等を育みながら、心豊かな生活を送っています。 

また、生涯にわたって、あらゆる世代の県民の皆さんが、あらゆる機会に学習することができ、そ

の成果が社会に生かされています。 

 

主指標     

目標項目 
令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

参加した文化
活動、生涯学習
に対する満足
度 

 74.7％ 

 

  77.7％ 

73.5％     

目標項目の説明と令和２年度目標値の考え方 

目標項目 
の説明 

県立文化・生涯学習施設が実施した展覧会、講座、公演事業および歴史・文化資源を活用し
た事業におけるアンケート調査で、「満足」「やや満足」「やや不満」「不満」のうち、その内
容について「満足」と回答した人の割合 

２年度目標値 
の考え方 

平成 29 年度から平成 30 年度までの伸び率（0.8％）を上回る１％の上昇をめざして目標値
を設定しました。 

 

副指標   

目標項目 

令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標達成 

状況 
目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

県立文化施設の

利用者数 

 152.3 万人 

 

        153.2 万人 

140.5 万人           

新たな文化財保

存活用地域計画

のもと、地域社

会が一体となっ

て保存・活用・

継承に取り組む

国・県指定等文

化財数 

 40 件 

 

        160件 

０件           

公民館等の社会

教 育 活 動 と し

て、地域課題の

解決に向けた取

組を行っている

市町数 

 16 市町          29 市町 

13 市町            

   Ⅰ－１－２ 治山・治水・海岸保全対策の推進 

文化と生涯学習の振興 
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（単位：百万円） 
 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

予算額等 2,277 2,661 
   

概算人件費  
   

 

（配置人員）  
   

 

 

令和２年度の取組方向    【環境生活部 副部長 奥山 孝人 電話：059-224-2620】 

①「新しいみえの文化振興方針」に基づき、「人材の育成」については、次代を担う若い世代や文化振

興を担う専門人材の育成に取り組むとともに、「文化の拠点機能の強化」については、各県立文化施

設が、新型コロナウイルス感染症防止対策を徹底した上で、それぞれの独自性を生かし、②～⑥の

とおり多彩で魅力的な公演や展示、講座等を開催しつつ、文化交流ゾーン構成施設が連携・協力し

て、集積の利点を生かした施設運営や事業展開をさらに図ります。また、東京オリンピック・パラ

リンピックや三重とこわか国体・三重とこわか大会の機運を逃すことなく、本県の文化の魅力を国

内外へ発信します。 

②県総合文化センター(文化会館、生涯学習センター)においては、音楽や演劇、伝統芸能など、多彩

で魅力的な文化芸術公演や、県内高等教育機関や博物館等と連携したセミナー、子どもたちが本物

の文化を体験できるアウトリーチ＊事業等を実施し、県民の皆さんに多様な文化と学びの場を提供し

ます。 

③総合博物館においては、活動理念である「ともに考え、活動し、成長する博物館」のもと、多様な

主体や利用者との連携・協創を進めるとともに、三重の多様で豊かな自然や歴史文化等をテーマに

した魅力的な展示や教育事業、アウトリーチ活動を行います。 

④県立美術館においては、地域への誇りと愛着を高めるため、本県ゆかりの芸術家や海外の美術作品

を紹介する展覧会や、文化・教育関係機関をはじめとする多様な主体と連携した教育普及活動等、

幅広い関心層に応えることができる展示、普及活動に取り組みます。 

〇⑤斎宮歴史博物館においては、史跡斎宮跡発掘 50周年を記念した特別展をはじめ、さいくう平安の杜

等を活用した地域との連携、歴史体験プログラム等の教育普及に取り組みます。また、発掘調査で

は、最初期の飛鳥時代の中枢部の解明を進めるとともに、その成果について、映像展示の作成に  

着手し、ＰＲ動画も活用しながら斎宮の魅力を国内外に発信します。 

⑥県立図書館においては、広域ネットワークを活用した全県域へのサービスや先進的なサービスを提

供することにより、県内図書館の利用拡大を図ります。また、県内図書館職員を対象とした研修を

実施することにより、職員の資質の向上を図り、県民サービスの向上につなげます。 

⑦歴史的・文化的に価値の高い文化財を調査し、保存・継承のため指定・登録等の措置を講じます。

また、改正文化財保護法に基づき県の文化財保存活用大綱を策定するとともに、市町や文化財所有

者等による文化財の保存・活用・継承への取組を支援します。さらに、県民の皆さんが文化財の価

値をより一層実感できるよう、三重にある文化財の素晴らしさを、パネル展示やホームページ、  

ＳＮＳなどを通じ、県内外に情報発信します。世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」については、

その保存と活用のため、文化庁や奈良・和歌山県および関係市町と連携した取組を行うとともに、

新たな文化資産の情報収集や広く県民を対象とした講演会等を開催します。 

⑧社会教育に携わる人びとの活動を充実させるため、ＰＴＡや子ども会等の社会教育関係団体、  

ＮＰＯ、大学等の高等教育機関、放課後子ども教室や家庭教育支援の関係者等の多様な主体が、情

報を交換・共有し、相互のつながりを形成する機会を提供します。また、社会教育関係者が地域の

課題や多様な学習ニーズへ対応する資質を向上するため、先進的な実践事例を紹介するなどの研修

会を実施します。 

   Ⅰ－１－２ 治山・治水・海岸保全対策の推進 
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⑨熊野少年自然の家では、利用者満足度の向上のため施設設備の適切な維持補修を行うほか、指定管

理者等とともに新たな事業プログラム実施や広報ＰＲ改善に努め、年間を通じた利用者の拡大や収

益の改善の取組を進めていきます。また、鈴鹿青少年センターでは、施設設備の適切な維持補修を

行うほか、指定管理者とともに閑散期の利用率の向上や新たな利用者の拡大に努めるとともに、 

ＰＰＰ／ＰＦＩなどの民間活力の導入に向けて、必要な条件整理や方策の検討を進めていきます。 

 

＊「〇」のついた項目は、令和２年度に特に注力するポイントを示しています。 
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【主担当部局：環境生活部】 

県民の皆さんとめざす姿 

県民一人ひとりが、自らを社会の担い手であると認識し、ＮＰＯ（ボランティア団体・市民活動団体等）

に対する理解を深め、さまざまな手段によりＮＰＯ活動に参画するとともに、ＮＰＯは社会づくりの主要な

担い手として自立した活動を展開し、さまざまな主体と力を合わせ、地域の諸課題に取り組んでいます。 

また、地域をより良くしようと思う県民の皆さんが、地域の将来の担い手である若者と共に地域の課題解

決に取り組んでいます。 

 

令和元年度末での到達目標 

県民の皆さんや企業等から、ＮＰＯの活動に必要な資源（資金、人材、情報など）が提供される仕組みが

強化され、ＮＰＯが自立して活動する環境が整備されています。 

また、ＮＰＯとさまざまな主体がめざす姿を共有するとともに、互いの力を合わせて社会づくりを進めて

いくための体制が整備されています。 

 

評価結果をふまえた施策の進展度と判断理由 

進展度 

＊ 

Ｂ 

（ある程度進んだ） 
判断理由 

県民指標の目標値を達成できなかったものの、活動指標の目

標値はいずれも達成したことから、「ある程度進んだ」と判断

しました。 

【＊進展度：Ａ（進んだ）、Ｂ（ある程度進んだ）、Ｃ（あまり進まなかった）、Ｄ（進まなかった）】 

 

県民指標      

目標項目 
27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

地域活動等を 
行っている県民
の割合 

 20.7％ 21.7％  22.7％ 23.7％ 

0.84 
19.7％ 20.4％ 22.3％ 21.5％ 19.8％ 

 

目標項目の説明と令和元年度目標値の考え方 

目標項目 
の説明 

「みえ県民意識調査」で、ＮＰＯ活動・ボランティア活動・市民活動などの地域をより良くするた
めの活動への参加について、「している」「どちらかといえばしている」と回答した県民の割合 

令和元年度 
目標値の考え方 

過去（第１回～第４回）の「みえ県民意識調査」において、当該施策を含む分野の幸福実感指標の
年間平均の伸び率を上回る、毎年１ポイント、４年間で４ポイントの増をめざして設定しました。 

 

 

 

 

 

  

   Ⅰ－１－２ 治山・治水・海岸保全対策の

推進 

 

 

 

 

○ ○○ 

施策２５５   協創のネットワークづくり 
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活動指標        

基本事業 目標項目 
27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

25501 県民の社

会参画の促進（環

境生活部） 

ＮＰＯ法人活動

への支援として

の会費収入等 

 
426,000 

千円 

433,000 

千円 

440,000 

千円 

450,000 

千円 
1.00 

426,149 

千円 

579,650 

千円 

446,117 

千円 

621,748 

千円 

475,350 

千円 

25502 若者の地

域活動への参画

促進（戦略企画

部） 

若者との協創に

より地域活動に

取り組んだ件数 

 ２件 ４件 ６件 ６件 

1.00 

－ ２件 ４件 ６件 ６件 

 

（単位：百万円） 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

予算額等 61 61 61 61 62 

概算人件費  46 46 36 36 

（配置人員）  （５人） （５人） （４人） （４人） 

 

令和元年度の取組概要と成果、残された課題 

①地域課題の解決に取り組むＮＰＯの活動を紹介する「三重ＮＰＯグランプリ」や地域課題の理解を促す 

｢ＳＤＧｓワークショップ ミエミライ」を開催して、県民の皆さんにＮＰＯ活動への理解と参画を促すと

ともに、ＮＰＯ向けに基盤強化に資する講座等を開催しました。引き続き、県民の皆さんへのわかりやす

い情報発信と、ＮＰＯや中間支援組織の基盤・機能強化を図っていく必要があります。 

②地域の課題解決に向けた「協創の場」づくりを進めるため、若者と地域づくりを進めたいと考える地域の

団体等とともに実践活動の企画を行い、高等教育機関等と連携して若者を募集し、これまでに６地域（多

気町、いなべ市２地域、津市、桑名市、伊賀市）において活動を実施してきました。令和元年度は、こう

した活動の内容についてＨＰ等を通じて情報提供し、取組の横展開に努めてきました。今後も引き続き、

地域の将来の担い手である若者と地域の協創による取組が全県に広がるよう、情報提供をしていく必要が

あります。 

 

・ＮＰＯ活動（市民活動、ボランティア活動等を含む）に関する情報発信等を行い、県民の皆さんのＮＰＯ活

動に対する理解を深め、さまざまな手段によるＮＰＯ活動への支援、参画を促し、ＮＰＯが自立的に活動す

る環境整備に取り組むとともに、若者と共に地域の課題解決に取り組む「協創の場」づくりを県内各地で進

めてきました。こうした取組の結果、活動指標の目標は達成しましたが、県民指標の「地域活動等を行って

いる県民の割合」については目標を達成することができませんでした。今後は、県民の皆さんの多様な形態

による社会参画を促せるようわかりやすい形での情報発信に加え、各地の中間支援組織等との連携強化を

図り、ＮＰＯや中間支援組織の基盤・機能強化を一層推進する必要があります。 

 

【第三次行動計画の関連する施策】 

  行政運営１：「みえ県民力ビジョン」の推進 
 

   Ⅰ－１－２ 治山・治水・海岸保全対策の

推進 
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